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１．計画の目的と関係計画の整理 

１-１ 計画策定の背景 

中津市は、大分県の西北端に位置し、東経131°11′18″、北緯33°35′54″、総面積は

491.44km²で、東は宇佐市、南西は玖珠郡・日田市、北西は福岡県に接し、北東は周防灘に面し

ています。 

平成 17年３月１日に中津市と旧下毛郡※の４町村（三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町）が

合併し、人口が８万人以上となった本市は県都大分市まで 82km、北九州市へは52kmの距離にあ

り、古くから交通の要衝として繁栄してきたまちです。 

本市は、平成29年度に「第５次中津市総合計画」を策定しました。この計画では、目指す将来

都市像を『暮らし満足№１のまち「中津」』とし、「公共交通網の維持・整備」に向け、市内にお

ける移動手段の確保や鉄道による広域交通ネットワークの確保などを進めています。 

 
※旧下毛郡の４町村を以下、旧下毛地域と記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中津市の位置 

１-２ 計画の位置づけと目的 

本計画は、「第５次中津市総合計画」を上位計画としており、総合計画に掲げる“目指す将来都

市像”の実現に向け、立地適正化計画（都市計画）やその他関連計画などと連動した「中津市が目

指すべき地域公共交通網のすがた」を示すマスタープランです。 

本計画は、行政のみならず、市民や交通事業者など地域関係者や関係機関等との連携のもと、

様々な取り組みを計画的に進め、日常生活の確保や関係人口の拡大に資する持続可能な移動環境を

共創することを目的として、策定しました。 

 

１-３ 計画期間と区域 

本計画の区域は、中津市全域とします。 

本計画の期間は、令和５年度から令和９年度までの５年間とします。  
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１-４ 本市の関連計画 

１-４-１ 第 5 次中津市総合計画 

第5次中津市総合

計 画 「 な か つ 安

心・元気・未来プラ

ン 2017」 

■計画期間：平成 29 年度～令和 8年度 

■将来都市像 

暮らし満足№１のまち「中津」 

■基本目標 

①子どもの将来における可能性が最大限拡がるまち 

②若者が未来を描くために必要な社会環境が整っているまち 

③高齢者がいつまでも健康で、生きがいをもって暮らせるまち 

④男女や年齢の差、障がいの有無に関わらず、 

互いに支えあいながらコミュニティの一員として元気に活躍できるまち 

⑤ふるさとを愛し、ふるさとの価値を次世代へ繋ぐまち 

■交通関連施策 

〇観光の振興 

・受け入れ体制の構築 

統一性、周遊性に配慮した見やすい誘導・案内看板の整備 

 

〇公共交通網の維持・整備 

・市内における移動手段の確保 

路線バスの運行ルート再編による路線維持に努めるほか、利用者の利便

性を考慮したコミュニティバス路線の新設・再編を行う 

・鉄道による広域交通ネットワークの整備 

日豊本線を利用した福岡、北九州、大分方面のさらなるアクセス向上に

ついて関係機関と連携して取り組む 

・新たな交通手段導入の検討 

デマンド方式による乗合タクシーの導入や先端技術を活用した新たな交

通手段の調査、研究を行い、地域の実情に合った交通手段の確保を目指

す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○利便性の高い都市づくり 

・公共交通と連携した「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを

推進 

 

  

※今後の人口の動向や新型コロナウイルス感染症の影響による利用者の減少傾向を踏まえ

て、利用者数を維持する目標とします。 
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１-４-２ 中津市都市計画マスタープラン 

中津市都市計画

マスタープラン 

■計画期間：平成 29 年度～ 

■基本目標 

暮らし満足 No.1 のまち「中津」  

1.社会経済情勢に対応した都市づくり 

2.合併後の広域的な都市づくり 

3.都市防災に配慮した都市づくり 

■交通関連施策 

〇道路の方針 

・利便性の高いまちづくりを進めるため、自動車に過度に依存せず、公共交

通や歩行者・自転車での移動も考慮した、すべての人にやさしい交通ネッ

トワークの構築を目指す 

・市民や観光客が、自動車に頼らず快適に中心市街地内の観光・商業拠点等

を周遊できるように、高齢者や障がい者にも配慮した歩行者・自転車ネッ

トワークを整備 

・主として中心市街地において、広い歩道の確保、段差の解消等、車椅子やベ

ビーカー等の通行も考慮した歩行空間の確保を進める 

・市内の歴史・文化スポットを連携させるための基盤とした道路を整備 

〇交通体系の方針 

・自動車利用の抑制、誰にでもやさしい公共交通の実現、環境負荷の軽減、観

光交通への対応等の観点から、バス・鉄道等の公共交通の充実を図る 

・中津駅を交通の中心拠点、東中津駅及び今津駅、バス路線の多い大貞・万

田・市民病院を連携拠点として位置づけ、公共交通網を形成 

・高齢者や児童等の交通弱者の移動手段の確保 

・バス・鉄道・タクシー等における車椅子の乗降可能な車両の確保を進める 

・駅等の交通結節点における広い歩道の確保や段差の解消等を進める 
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１-４-３ 中津市立地適正化計画 

中津市立地

適正化計画 

■計画期間：令和 5 年度～令和 27 年度 

■まちづくりの方針 

暮らし満足 No.1 に向けた、拠点と軸によるコンパクトな都市づくり 

■誘導施策 

方針 1 都市機能の維持・拡充による拠点形成 

方針 2 安全で暮らしやすい場所への居住誘導による人口密度・コミュニティ維持 

方針 3 利便性の高い公共交通ネットワークの形成 

方針 4 災害に強いまちづくりの推進 

■交通関連施策 

〇方針 1 都市機能の維持・拡充による拠点形成 

【施策 1-3 交通結節点への生活利便施設の誘導・機能維持】 

・中津駅周辺の交通結節機能の強化に向けた取組の検討を進める 

（中津市地域公共交通計画との整合） 

○方針 2 安全で暮らしやすい場所への居住誘導による人口密度・コミュニティ維持 

【施策 2-3 工業地域へアクセスが良い地域への誘導、土地利用の検討】 

・中津駅周辺や東中津駅周辺の土地利用を見直し、交通結節機能の強化に向けた取

組の検討を進める 

○方針 3 利便性の高い公共交通ネットワークの形成 

【施策 3-1 拠点間をつなぐ公共交通軸の維持・形成】 

・広域拠点、医療拠点、生活拠点を結ぶ公共交通の維持のため、路線の再編や運行

に係る助成等既存路線バス運営のサポートに努める 

・地域の実情に合った公共交通手段の検討を行い、交通手段の維持を図る 

【施策 3-2 公共交通軸沿線への居住誘導区域注の設定による居住誘導】 

・「中津市地域公共交通計画」と整合を図り、駅周辺における案内機能の強化や住

民の行動特性を踏まえた鉄道・バスの運行など、公共交通を利用しやすい環境づ

くりに取り組む 

・公共交通空白地の解消に向け、既存バス路線の再編や新たな交通手段の導入も含

め検討 

注）居住誘導区域：人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスや地

域コミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導すべき区域。 
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１-４-４ 第 2 期 中津市版まち・ひと・しごと創生総合戦略および人口ビジョン 

第 2 期 中津市版

まち・ひと・しごと

創生総合戦略お

よび人口ビジョン 

■計画期間：令和 2 年度～令和 6 年度 

■基本目標 

1.安心づくり～誰もが生き生きと安心して暮らせるまち～ 

2.元気づくり～モノや人が行き交う元気のあるまち～ 

3.未来づくり～新しい時代に子どもの未来を開くまち～ 

■交通関連施策 

〇商店街の活性化支援と城下町周遊促進 

・JR 中津駅や商店街と城下町の文教施設間の周遊に向けた連携支援 

〇観光資源の魅力向上と情報発信 

・市内の地域間連携、大分県や近隣自治体などとの連携による広域観光の推

進 

・中津港利用促進振興協議会などと連携した中津港へのクルーズ船誘致の推

進 

・他港へ寄港したクルーズ船へオプショナルツアーの提案 

〇中津を核とした交通・物流ネットワークの充実 

・中津日田道路の早期開通、東九州自動車道の 4 車線化など主要な交通網の

整備促進 

・中津港へのフェリーまたはＲＯＲＯ船など定期運航船の誘致 

・東九州新幹線の整備実現に向けた関係団体と連携した取組の推進 

〇地域の公共交通ネットワークの維持 

・地域公共交通ネットワークの再編・充実 

・新たな交通手段（次世代モビリティサービス）導入に向けた調査研究 
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１-４-５ 大分県北部圏地域公共交通計画 

大分県北部圏 

地域公共交通計

画 

■計画期間：令和 3 年 10 月～令和 8 年 9 月 

■基本方針 

市町村との連携のもとで、大分県の生活や経済活動の基盤を支える 

公共交通ネットワークの構築 

■目標 

1.広域移動を担う公共交通ネットワークの利便性向上 

2.変化する移動ニーズに対応した輸送資源の最適化 

3.利用者・事業者・自治体協働による持続性の向上 

■交通関連施策 

〇目標①広域移動を担う公共交通ネットワークの利便性向上 

・潜在的な移動ニーズに対応できる公共交通ネットワークへの改善を図るこ

とで、輸送人員の低下やバス利用頻度の減少を食い止め、公共交通の人口

カバー率の向上を目指す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇目標②変化する移動ニーズに対応した輸送資源の最適化 

・移動ニーズに対して適切な移動サービスを提供することと、輸送資源の総

動員・最適化を行うことにより、乗合事業（路線バス事業）の収益性は一定

の水準で食い止めながら、公共交通事業および公的輸送資源全般に係る財

政負担額の維持・縮小を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇目標③利用者・事業者・自治体協働による持続性の向上 

・輸送サービスの利便性向上や最適化等の施策と連携し、利用者・交通事業

者・自治体の協働による様々な利用促進策を実施し、公共交通への理解の

醸成と公共交通への転換の促進を図る 
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〇実施事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-４-６ 九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョン 

九州周防灘地域

定住自立圏共生

ビジョン 

■計画期間：令和 2 年度～令和 6 年度 

■基本目標 

暮らしの元気があふれる地方圏域 

・中津市、宇佐市、豊後高田市、豊前市、築上町、上毛町、吉富町の「一体的

な発展」を目指す 

■交通関連施策 

〇公共交通 

・豊前市中心部と中津市民病院を結ぶコミュニティバスを中津市、豊前市及

び吉富町の共同で運行 

・既存の公共交通ネットワークとの連携を推進 

〇圏域内外の住民との交流 

・圏内観光地をつなぐ相互の連携を図り、圏域の観光地の情報を発信するこ

とにより、広域観光ルート形成と合わせて交流人口の増加を目指す 

・観光地までの案内をナビゲーションシステムで検索可能にすることによ

り、圏域内の観光地へのアクセス経路を分かりやすくする 

・空港と圏域を直接結ぶ唯一の移動手段として情報発信を行うことで、大分

空港から圏域内へ訪れる交流人口の拡大、圏域の観光振興を図るとともに、

圏域内外の住民交流を促進 

〇広域道路網の整備 

・圏域の生活機能を確保するためのアクセス向上のための道路整備や、広域

的な道路ネットワークの整備促進 
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２．中津市の現状 

２-１ 地域の現状 

２-１-１ 人口推移 

●令和2年国勢調査によると、中津市の人口は約8.3 万人、高齢化率は約30％となってお

り、人口減少と高齢化率が進行している状況にあります。 

●近年の地域別人口の増減状況をみると、中津地域が 5年間横ばいで推移しているのに対し、

旧下毛地域（三光、本耶馬渓、耶馬溪、山国地域）は減少傾向にあり、特に本耶馬渓地域、

耶馬溪地域、山国地域は5年間で2割人口が減少している状況にあります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 市の人口と高齢化率の推移 

資料：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 近年の地域別の人口増減状況（H26 を１とした場合の比率の推移） 

資料：中津市住民基本台帳 

注）各年 12 月末時点の人口 

87,736 86,965 86,679 85,617 84,368 84,312 
83,965 82,863 

14.7% 16.9% 19.3% 21.9% 24.1% 25.5% 28.1% 30.4%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

S60年 H2年 H7年 H12年 H17年 H22年 H27年 R2年

総人口

高齢化率（人)

1.00

0.94

0.83

0.80

0.80

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

H26年 H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年

中津

三光

本耶馬渓

耶馬溪

山国

H26=1



9 

２-１-２ 人口分布 

●人口の分布状況をみると、中津地域と三光地域への人口集積が顕著です。 

●本耶馬渓地域、耶馬溪地域、山国地域については人口 100人以上300人未満の箇所が国道

沿線に数箇所みられ、中山間部にも人口が薄く広く分散している状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中津市の人口分布（500m メッシュ） 

資料：令和 2年国勢調査 
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２-１-３ 人口の変化（人口増減量） 

●人口の変化をみると、中津地域、三光地域、本耶馬渓地域では、人口減少の状況下におい

て、人口が5年間で20人以上増加している箇所がみられます。 

●耶馬溪地域、山国地域においても、国道などの沿線を中心に人口が増加している箇所もあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 H27-R2 年 中津市の人口の変化（500m メッシュ） 

資料：令和 2年国勢調査 
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２-１-４ 高齢化率の分布 

●高齢化率の分布状況をみると、高齢化率50％以上の箇所は市全域に数多く存在しており、特

に三光地域、本耶馬渓地域、耶馬溪地域、山国地域への集積が顕著にみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中津市の高齢化率の分布（500m メッシュ） 

資料：令和 2年国勢調査 
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２-１-５ 目的地となりうる主要施設の分布特性等 

●主要施設の分布状況をみると、中津地域に集中しているものの、旧下毛地域の地域について

も国道などの沿線において立地がみられます。 

●一方で、山国地域においては、他地域と比べ、主要施設が少ない状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 主要施設の分布状況 

資料：郵便局・学校…国土数値情報 

医療施設  …大分県医療政策課資料（R4.4 時点）、中津市調べ 

商業施設  …「全国大型小売店総覧 2023」（㈱東洋経済新聞社）、中津市調べ 

注）目的地となりうる施設を示す 
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２-１-６ 周辺都市との結びつき 

１）通勤流動 

●中津市の通勤流動をみると、市内が約77％と最も多く、次いで宇佐市に6％、豊前市に

約5％の流動がみられます。 

●他市町村からの通勤流動をみると、吉富町（約40％）や上毛町（約30%）から中津市へ

の通勤もみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 通勤流動 

注）10 人以上かつ 1％以上の流動のみ図示している。 

中津市への流動が 1％未満の市町にはＮ値を示していない。 

  上段の数値は人数、下段の数値は割合。 

資料：令和 2年国勢調査 

 

 

50％以上
30％以上50％未満
10％以上30％未満
5％以上10％未満
5％未満

矢印（通勤割合）の凡例

26,335人
(76.5%)

中津市
(N=34,435)

1,015人
(33.5%)豊前市

（N=9,494）

北九州市

豊後高田市
（N=8,393）

宇佐市
（N=20,437）

1,821人
(5.3%)

上毛町
（N=3,029）

玖珠町
（N=6,023）

杵築市
（N=10,622）

築上町
（N=6,930）

798人
(2.3%)

765人
(2.2%)

3,062人
(15%)

1,592人
(16.8%)

986人
(35.2%)

365人
(1.1%)

233人
(3.4%)

448人
(5.3%)

101人
(1%)

60人
(1%)

吉富町
（N＝2,804）

2,075人
(6%)
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２）通学流動 

●中津市の通学流動をみると、市内が約77％と最も多く、次いで宇佐市や北九州市小倉北

区に約４％の流動がみられます。 

●他市町村からの通学流動をみると、吉富町（約30％）や上毛町（約30％）から中津市へ

の通学もみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 通学流動 

注）10 人以上かつ 1％以上の流動のみ図示している。 

中津市への流動が 1％未満の市町にはＮ値を示していない。 

  上段の数値は人数、下段の数値は割合。 

資料：令和 2年国勢調査 

 

 

 

 

 

50％以上
30％以上50％未満
10％以上30％未満
5％以上10％未満
5％未満

矢印（通学割合）の凡例

2,188人
(77.2%)

中津市
(N=2,833)

日田市

北九州市
小倉北区

北九州市
小倉南区

豊後高田市
（N=703）

宇佐市
（N=2,092）

別府市

大分市

98人
(3.5%)

34人
(1.2%)

53人
(1.9%)

福岡市

43人
(1.5%)

83人
(2.9%)

45人
(1.6%)

103人
(3.6%)

豊前市
（N=899）

84人
(9.3%)

吉富町
（N＝286）

77人
(26.9%)

上毛町
（N=289）

87人
(30.1%)

築上町
（N=617）

14人
(2.3%)

25人
(3.6%)

241人
(11.5%)
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３）買い物流動 

●中津市の買い物流動をみると、市内が約80％と最も多く、日田市、宇佐市、大分市にも

約2％の流動がみられます。 

●他市町村からの買い物流動をみると、宇佐市（約 20％）や豊後高田市（約10％）から中

津市への買い物もみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 買い物流動 

注）1％以上の流動のみ図示している。 

資料：平成 29 年度大分県中心市街地等消費者動向調査 

 

  

81.1％

中津市
(N=132)

豊後高田市
（N=45）

姫島村
（N＝104）

日田市

大分市

1.5％

2.3％

1.5％

1.4％

11.1％

17.5％

宇佐市
（N=126）

3.8％

1.4％

九重町
（N=70）

津久見市
（N=70）

50％以上
30％以上50％未満
10％以上30％未満
5％以上10％未満
5％未満

矢印（買い物割合）の凡例
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89.7％

20.3％
66.1％

82.8％
13.8％

59.6％

26.9％

10.3％

51.7％

29.3％

中津地区（N=39）

三光地区（N=59）

本耶馬渓地区（N=58）

耶馬溪地区（N=52）

山国地区（N=58）

70％以上

50％～70％未満

30％～50％未満

10％～30％未満

10％未満

※5％未満は非表示

上位３つは

 中津市民病院

 川嶌クリニック

 中津胃腸病院

４）平成26年市民アンケートで把握した「地域公共交通が“今”必要な市民」の地域別外出実態 

①買い物の居住地域別外出実態 

●市民が最も買い物に行くのは「イオンモール三光」であることが分かりました。 

●中津地域・三光地域は自地域内での買い物が中心となっています。 

●本耶馬渓地域・耶馬溪地域は中津地域・三光地域への買い物が中心です。 

●山国地域は日田市への買い物が中心となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 買い物の移動実態 

 

②通院の居住地域別外出実態 

●中津地域は自地域内での通院が中心となっています。 

●三光地域・本耶馬渓地域・耶馬溪地域は中津地域への通院が中心です。 

●山国地域は自地域内と日田市への通院が中心となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 通院の移動実態 

中津地区（N=82）

三光地区（N=86）

本耶馬渓地区（N=80）

耶馬溪地区（N=108）

山国地区（N=116）

70％以上

50％～70％未満

30％～50％未満

10％～30％未満

10％未満

※5％未満は非表示

各地区の１番の

買い物先は

イオン三光！

98.8％

51.2％

62.5％

41.7％

7.8％

24.4％

58.1％

55.0％

47.2％

7.4％

7.8％

75.9％

中津市民全体の 

買い物先の１位は 

イオンモール三光 
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２-２ 地域公共交通の現状 

２-２-１ 地域公共交通の運行状況 

●ＪＲ日豊本線のほか、大分交通グループ（大交北部バス、玖珠観光バス）が運行する路線バ

ス、路線バスを補完するため中津市が運行しているコミュニティバス・深水乗合タクシーがあ

ります。 

●市内の医療施設や商業施設の多くは、ＪＲ駅の周辺のみならず、国道などの沿線を中心として

中津地域に多く分布しているため、路線バスやコミュニティバス等の利用者が多く、ＪＲ日豊

本線の利用者は、福岡方面や大分・別府方面への通勤・通学利用が主となっています。 

※この他に、市内には中津市タクシー協会へ加盟しているタクシー事業者が５社あります。タクシー事業者（５

社）への聞き取りによると、令和 5年 1月時点で、市内には普通車 121 台、特定大型車 13 台があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域公共交通の運行状況 
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１）鉄道（JR 日豊本線） 

●市内には鉄道（JR日豊本線）が運行しており、特急停車駅である中津駅のほか、東中津

駅、今津駅の３駅が設置されています。 

●令和３年度の駅別乗車人員は、JR中津駅は2,114人/日となっており、JR九州営業管内

の上位71位に該当します。東中津駅と今津駅は詳細なデータは非公開ですが、100人/日

以上の乗車人員があることが分かっています。 

●令和3年度の平均通過人員をみると、小倉～中津は 18,655人/日、中津～大分は 8,110

人/日となっており、過去からのデータをみると、２線区ともに近年減少傾向となっていま

す。特に、令和元年度から令和 2年度にかけての減少が顕著であり、新型コロナウイルス

感染拡大の影響を受けたと考えられます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 JR 日豊本線と駅の立地状況 

 

表 JR 中津駅の乗車人員（人/日） 

年度 乗車人員 JR営業管内での順位 

平成 30年度 3,029 上位 61位 

令和１年度 2,960 上位 60位 

令和２年度 2,083 上位 67位 

令和３年度 2,114 上位 71位 

 

表 線区の平均通過人員（人/日） 

年度 小倉～中津 中津～大分 

平成 29年度 29,266 14,726 

平成 30年度 28,424 14,074 

令和１年度 27,572 13,519 

令和２年度 16,940 7,226 

令和３年度 18,655 8,110 

参考）昭和62年度 34,776 13,455 

資料：九州旅客鉄道株式会社 
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２）路線バス 

●路線バスは令和８年６月時点で、計14路線が設定されており、中津駅や柿坂、豊後森駅な

どが起終点となっています。 

●中日線（中津駅～守実温泉）、中安線（中津駅～安心院）は、国庫補助対象地域間幹線バス

系統です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 路線バスの運行状況 

 

表 路線バスの運行概要（R8.6 時点） 

№ 路線名 起点～終点 事業許可区分 運行態様 実施主体 

1 海岸中高線 さ蕨前～鍋島～中津駅 

4 条乗合 
路線定期
運行 

大交北部
バス 

2 田中線 中津駅～池永～田中 

3 永添線 中津駅～万田～大貞車庫 

4 耶馬溪線 

中津駅～沖代～大貞車庫 

中津駅～中津北高～大貞車庫 

中津駅～沖代～野路 

5 池永線 
中津駅～池永～大貞車庫 

中津駅～池永～野路 

6 深秣線 
中津駅～イオンモール三光～アメニ
ティタウンかみまくさ 

7 田口線 中津駅～金色温泉～八面山荘 

8 イオンシャトル 中津駅～イオンモール三光 

9 大分空港線 大分空港～大貞車庫 

10 中安線 中津駅～安心院 

  注）■：国庫補助対象地域内フィーダー系統 

■：国庫補助対象地域間幹線系統    

⑪ 

⑤ 

⑦ 

④ 

② 

① 

⑥ 

③ 

⑩ 
⑧ 

⑫ 

⑬ 

⑨ 

⑭ 
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№ 路線名 起点～終点 事業許可区分 運行態様 実施主体 

11 中日線 

中津駅～旬菜館～守実温泉 

4 条乗合 
路線定期
運行 

大交北部
バス 

柿坂～医療センター～日田 

守実温泉～医療センター～日田 

12 深耶馬渓線 

柿坂～深耶馬渓温泉前 

4 条乗合 
路線定期
運行 

玖珠観光
バス 

柿坂～豊後森 

柿坂～豊後森～下長野 

13 古後線 
熊谷医院前～綾垣・豊後森～下長野 

熊谷医院前～森町～豊後森 

14 山移線 耶馬溪支所～持田 

  

 

３）コミュニティバス・乗合タクシー 

●医療や買い物などに係る生活の足を確保し、福祉の向上を図るため、コミュニティバスの

運行を実施しています。令和８年6月時点では、計 25路線が設定されています。 

●コミュニティバスの運賃は100円～200円（豊前・中津線を除く）で、曜日限定で運行

しています。 

●大交北部バス深秣線が上秣バス停まで路線短縮されたことをうけ、大交北部バス深秣線・

コミュニティバス西秣線へ接続するために、デマンド型乗合タクシー「中津市深水乗合タ

クシー」を運行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 コミュニティバス・乗合タクシーの運行状況 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑲ 

⑯ 

⑰ 

㉒ 

⑱ 

⑳ 

①豊前・中津線 

②三保線 

③西秣線 

④屋形コース 

⑤東谷コース 

⑥西谷コース 

⑦川原口線 

⑧上ノ川内柾木線 

⑨城井線 

⑩深耶馬西線 

⑪深耶馬東線 

⑫山移北線 

⑬山移南線 

⑭大島台金吉線 

⑮大島伊福線 

⑯樋山路鎌城線 

⑰津民線 

⑱伊福線 

⑲裏耶馬溪線 

㉓イオン便(屋形) 

㉔イオン便(東谷) 

㉕イオン便(西谷) 

 

コミュニティバスルート 乗合タクシー・デマンドバス 

⑳深水乗合タクシー      ㉑小袋乗合タクシー  

  上秣接続 

  西秣公民館前接続     ㉒山国デマンドバス 

㉑ 
㉓㉔㉕ 
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●令和8年6月時点のコミュニティバスの運行状況は、中津地域2系統、三光地域 1系統、

本耶馬渓地域6系統、耶馬溪地域13系統運行しています。また、三光地域、山国地域では

乗合タクシー、デマンドバスも運行しています。 

 

表 コミュニティバス・乗合タクシーの運行概要（R8.6 時点） 

№ 種別 地域 路線名 起点～終点 
事業許可

区分 
運行態様 実施主体 

1 コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス 

中
津 

豊前・中津線 中津市民病院～図書館入口 

4 条乗合 路線定期運行 
中津市（運行は交通事

業者に委託） 2 三保線 
中津駅前～山の中公民館前～中津

駅前 

3 
三
光 西秣線 長谷寺前～イオンモール三光 4 条乗合 路線定期運行 

中津市（運行は交通事

業者に委託） 

4 本
耶
馬
渓 

屋形コース 兎洞～西谷温泉 

4 条乗合 路線定期運行 
中津市（運行は交通事

業者に委託） 

5 東谷コース 岩屋奥～JA オアシス前 

6 西谷コース 要～JAオアシス前 

23 イオン便(屋形) 兎洞～イオンモール三光 

24 イオン便(東谷) 岩屋奥～イオンモール三光 

25 イオン便(西谷) 要～イオンモール三光 

7 耶
馬
溪 

川原口線 旬菜館～相の原 

4 条乗合 路線定期運行 
中津市（運行は交通事

業者に委託） 

8 上ノ川内柾木線 旬菜館～津民診療所 

9 城井線 

旬菜館～本中氏宅前～旬菜館 

旬菜館～山の内植垣氏宅前～旬菜

館 

10 深耶馬西線 耶馬溪支所前～家籠堂様前 

11 深耶馬東線 耶馬溪支所前～小柿山旧郵便局前 

12 山移北線 耶馬溪支所前～山移診療所 

13 山移南線 耶馬溪支所前～藤木公民館 

14 大島台金吉線 

耶馬溪支所前～上の原堂様裏広場

～柿坂バス停 

柿坂バス停～下郷診療所～柿坂バ

ス停 

15 大島伊福線 
耶馬溪支所前～松田氏宅前～柿坂

バス停 

16 樋山路鎌城線 

耶馬溪支所前～樋桶山登山口～柿

坂バス停 

耶馬溪支所前～有馬氏宅前～柿坂

バス停 

17 津民線 相の原～耶馬溪中学校前 

18 伊福線 下伊福～柿坂 

19 裏耶馬溪線 
耶馬溪中学校前～黒法師入口 

島～下伊福 

20 深水乗合タクシー 
上秣～小川内 

4 条乗合 
路線不定期運

行、区域運行 

中津市（運行は交通事

業者に委託） 西秣公民館前～小川内 

21 小袋乗合タクシー 小袋地域 4 条乗合 
路線不定期運

行、区域運行 

中津市（運行は交通事

業者に委託） 

22 山国デマンドバス 山国地域 

79 条 

自家用 

有償 

区域運行 
中津市（運転は交通事 

業者に委託） 

  注）■：国庫補助対象地域内フィーダー系統 
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４）タクシー 

●市内には中津市タクシー協会加盟のタクシー事業者が５社（6事業所）あります。 

●市内のタクシー車両保有台数は、令和５年１月時点で 13４台となっており、そのうち 20

台（全体の14.9％）がUD タクシー※となっています。 

●本市のタクシーの輸送人員や営業収入、期末運転手は10年間で４割減少している状況で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 タクシー車両配置状況 

資料：中津市タクシー協会資料（R5.1 月時点） 

 

表 中津市のタクシーの状況 

  
輸送人員 

（人/年） 

営業収入 

（千円） 

期末運転手数 

（人） 

平成 23 年度 873,386  743,292  193  

平成 24 年度 841,032  710,679  197  

平成 25 年度 825,081  699,131  187  

平成 26 年度 792,804  677,548  175  

平成 27 年度 752,122  636,465  165  

平成 28 年度 756,241  622,175  159  

平成 29 年度 746,576 623,260 155 

平成 30 年度 734,163 624,214 162 

令和 1 年度 706,268  596,767  157  

令和 2 年度 512,802  424,766  129  

令和 3 年度 531,322  441,865  120  

       資料：九州運輸局  

クリスタルシティタクシー 中津営業所 

中津シティタクシー 本社営業所 

 

第一交通 中津営業所 

中津太陽交通 

耶馬渓交通 

第一交通 山国営業所 

事業者 
UD 

タクシー 

一般 

車両 
計 

中津シティタクシー 

本社営業所 
8 12 20 

クリスタルタクシー 

中津営業所 
3 29 32 

中津太陽交通 7 40 47 

第一交通 

中津・山国営業所 
0 28 28 

耶馬溪交通 2 5 7 

全社 20 114 134 

    

タクシー車両に占める 

UD タクシーの普及率 
14.9％ 

 

※ＵＤ（ユニバーサルデザイン）タクシー 

健康な方はもちろんのこと、足腰の弱い高齢者、車いす 

使用者など、誰もが利用しやすいタクシー車両のこと 
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２-２-２ 地域公共交通（鉄道・バス）による人口カバー状況 

●市全域の地域公共交通の人口カバー率は人口（R2：82,863人）に対し、83.4％となって

います。地域分類でみると、旧下毛地域は95.0％、中津地域は 81.2％となっています。 

●市の立地適正化計画で設定している居住誘導区域の人口カバー状況（R２）は、区域人口

（39,079人）に対して94.9％のカバー率となっています。 

 

表 地域公共交通の人口カバー状況（R2） 

地域分類 
人口 

（人） 

カバー人口 

（人） 

未カバー人口 

（人） 
人口カバー率 

市全体 

 
82,863 69,069 13,794 83.4% 

 中津地域 

 
70,051 56,903 13,148 81.2% 

 居住誘導区域 

（中津市域の特定エリア） 
39,079 37,103 1,976 94.9% 

旧下毛地域 

（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国） 
12,812 12,166 646 95.0％ 

資料：令和２年国勢調査 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中津市の地域公共交通の運行状況と有人メッシュの関係性（250mメッシュ） 

資料：令和２年国勢調査  
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２-２-３ 地域公共交通の利用状況と財政負担状況 

１）利用者数の推移 

●中津市のバス利用者数は年々減少傾向にあります。 

●利用者の多くは路線バスであり、コミュニティバスの利用者は全体の１割程度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中津市のバス利用者数の推移 

 

 

２）財政負担額の推移 

●中津市の財政負担額は、令和２年度以降1億円以上となっています。 

●令和３年度の財政負担額を平成24年度と比べると、路線バスは約1.4倍、コミュニティ

バスは約1.9倍となっています。 

●令和３年度の財政負担額を利用者 1人あたりに換算すると、路線バスは202円、コミュ

ニティバスは2,043円となっており、平成24年度と比べると路線バスは約 1.7 倍、コ

ミュニティバスは約 2.1倍となっています。 
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２-３ その他輸送資源の状況 

２-３-１ スクールバスの状況 

●中津市は本耶馬渓地域・耶馬溪地域・山国地域において、小中学校の統廃合などにより遠距

離通学しなければならない地区等に対して、スクールバスを運行しています。 

●スクールバスの運行エリアと市内のバス路線が重なっている状況にあります。 

 

表 令和４年度のスクールバスの運行概要 

地域 
系統名 

（路線名） 
運行回数 車両形態 

対象児童

（人） 

本耶馬渓 

屋形コース 登校：1 便 / 下校：2 便 
ジャンボタクシー１台 

（運転手を除く定員 9 人） 
10 

東谷コース 登校：1 便 / 下校：2 便 マイクロバス２台 

（①定員 26 人②定員 28 人） 

21 

西谷コース 登校：1 便 / 下校：1 便 13 

耶馬溪 柿坂線 登校：1 便 / 下校：1 便 
マイクロバス 1 台 

（定員 29 人） 
8 

山国 毛谷村線 

登校：1 便 / 下校：2 便 

※夏休み登校日及び 

プール日は１往復 

マイクロバス 1 台 

（定員２９人） 
9 

計 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 スクールバスの運行ルートと市内バス路線の重ね図  
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３．これまでの地域公共交通の取組の検証 

３-１ 平成 26 年度の調査で明らかになった中津市の地域公共交通の課題 

３-１-１ 地域公共交通のサービス改善 

○JR・路線バス・コミュニティバス・民間タクシーがそれぞれ担う移動（役割）を明確化し、連

携・ネットワーク化する必要があります。 

○市内や市外への広域移動の中心となる路線バス（中日線）について、市民の外出状況等を踏ま

えた運行ルート等の見直しが必要です。 

○市民（特に交通弱者）の生活利便性の向上のため、市内移動・地区内移動を中心に展開する地

域公共交通サービスは“さらなる地域密着型のサービス展開”に向けて、利用者の意向や利用

実態等を踏まえた運行ルート・ダイヤ等の見直しが必要です。 

 

 

３-１-２ 地域公共交通の乗り継ぎ円滑化 

○中津駅でのＪＲと路線バスの接続が芳しくない便も一定程度みられ、改善の余地があります。 

○行政と交通事業者、施設管理者等の連携のもと、地域公共交通の乗り継ぎ（ＪＲ⇔バス、バス

⇔バス）を円滑にし、“地域公共交通網全体の利便性向上”が必要です。 

 

 

３-１-３ 地域公共交通の持続ある運行 

○地域公共交通の利用者減少が進んだ場合、市の財政負担が増大し、バス路線の廃止なども考え

ざるを得ない状況に陥ってしまうことが懸念されます。そのようなことを未然に防ぎ、地域公

共交通を持続的に運行させるためには、利便性と経済性のバランス（調和）を図ることが求め

られます。 
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３-２ 中津市地域公共交通網形成計画の概要 

●前述の中津市の地域公共交通の課題の解決のために、以下の計画を掲げ、実行しました。 

 

・計画期間：平成27年度から平成 30年度までの４年間 

 

・基本方針：安全・安心な地域公共交通体系を基本とした上で、 

中津市が目指す“いつまでも安全・安心で快適に生活でき、また、多くのひとが集い、

常に発展をめざすふるさとづくり”に向け、高齢者や学生等の交通弱者注の移動手段の確

保を前提に、市内外から多くの人をまちに呼び込み、ふるさとの賑わいづくりと生きが

いづくりに寄与する“ひとにやさしい”地域公共交通網の形成を目指す 

注）本計画における「交通弱者」は、「１人で外出することはできるものの、車や運転免許がない

など車を自由に使えない方々」を指します。 

 

・計画目標：下表のとおり 

目標 指標の定義 
現況値 

(H25 年度) 
目標値 

(H30 年度) 

①生きがいづくりに向けた様々なサー

ビス・行事などを楽しむため、そし

て、各種拠点の機能を維持・強化す

るため、各地域の中心部や都市機能

が集積した市内・市外などへの“お

でかけ”の増加に資する効果的な地

域公共交通ネットワークを構築する 

路線バス（中日線）の年間

利用者数 
94,217 人 95,000 人 

コミュニティバス年間利用

者数 
26,522 人 28,000 人 

②人口減少下にあることを真摯に受け

止め、限られた予算で最大の効果を

上げる“経営感覚”を取り入れた効

果主義のもと、地域公共交通の運

行・経営に努める 

路線バスの利用者１人あた

り財政負担額 
132 円/人 

130 円/人 

未満 

コミュニティバスの利用者

１人あたり財政負担額 
1,039 円/人 

1,000 円/人 

未満 

③地域公共交通の利用促進に地域全体

で取り組み、地域公共交通を「創

り、守り、育てる」気運の醸成を図

る 

路線バス・コミュニティバ

ス１便あたりの平均利用者

数 

― 

各路線 

それぞれ 

1.5 人／便 

地域公共交通アドバイザー

会議（仮）の開催数 
― 

２回／年 

以上 

 

・施策体系 

 

(1)地域公共交通のサービス見直し ①コミュニティバスのサービス見直し 

②路線バスのサービス見直し 

③公共交通不便地域における支線交通の実証運行 

④安全確保と利便性向上に向けた、バス車両の計画的更新 

(2)地域公共交通の利用促進 ①地域公共交通啓発チラシや広報誌等の活用、地域公共交通

の利用実態報告の検証 

②地域公共交通マップの作成 

③交通結節点となるバス停の改善 

④住民座談会、地域公共交通試乗会等を活用した直接的コミ

ュニケーションによる利用促進活動の実施 

⑤ICTを活用した効率的な地域公共交通情報の提供 

⑥他機関との連携 
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３-３ 事業の実施状況 

●計画事業は全て着手・実施しています。 

 

 

表 事業の実施状況（概要） 

事業 実施状況 

(1)地域公共交通

のサービス見

直し 

①コミュニティバスのサービス見直し 

 

実施 

②路線バスのサービス見直し 

 

実施 

③公共交通不便地域における支線交通の実証運行 

 

一部実施 

（中津地域は未着手） 

④安全確保と利便性向上に向けた、バス車両の計画的

更新 

実施 

(2)地域公共交通

の利用促進 

①地域公共交通啓発チラシや広報誌等の活用、地域公

共交通の利用実態報告の検証 

実施 

②地域公共交通マップの作成 

 

実施 

③交通結節点となるバス停の改善 

 

実施 

④住民座談会、地域公共交通試乗会等を活用した直接

的コミュニケーションによる利用促進活動の実施 

実施 

⑤ICTを活用した効率的な地域公共交通情報の提供 

 

実施 

⑥他機関との連携 

 

実施 

 ※実施した事業の具体的な内容は後述（ｐ74～）のとおり 
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３-４ 目標達成状況の評価 

３-４-１ 中津市地域公共交通網形成計画の評価 

●中津市地域公共交通網形成計画の数値目標は計画最終年度（H30）では3指標が目標達成し

ている状況です。 

●路線バス・コミュニティバスについて「地域全体で地域公共交通の利用促進に取り組む」目

標について、達成しているものの、１人あたり財政負担額は増加傾向にあり、運賃収入の増

加等も今後考えていくことが必要です。 

●平成29年度をピークに利用減少傾向にあるコミュニティバスに対し、平成30年度以降増

加傾向にある中日線は令和２年度には一旦目標達成しました。この要因として、平成30年

度からの高校通学の定期券補助が年間定期化となり、通学定期券の販売促進による利用者の

獲得に加え、令和２年10月からの中日線の再編により、中日線の利便性が向上したこと等

が考えられます。しかし、令和３年度の中日線の年間利用者数が令和元年度実績を下回る結

果となりました。これは、沿線の高校通学者の需要自体が減少したこと等が要因として推察

されます。 

●令和２年度以降に目標値が未達成となっている３指標の年次推移をみると、コミュニティバ

スの年間利用者数はコロナウイルス感染症拡大等の影響があり、令和2年度以降目標未達成

となっており、路線バスとコミュニティバスの利用者１人あたり財政負担額は従前より増加

基調となっています。 

●これらの評価結果と次節に示す県内の公共交通事業の状況等を踏まえつつ、本計画の目標設

定等を検討します。 

 

表 地域公共交通網計画で設定した数値目標の達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

図 令和２年度以降に目標値が未達成となっている３指標の年次推移  
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コミュニティバスの利用者１人あ

たりの財政負担額

目標値より 

評価値が高い指標 

目標値より 

評価値が低い指標 

コロナ禍 

目標値と評価値の乖離（比率） 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

路線バス（中日線）の年間利用
者数

人 94,217 95,000 91,427 84,448 92,035 81,663 89,153 97,609 88,295

コミュニティバス年間利用者数 人 26,522 28,000 29,047 34,362 35,801 34,342 32,168 25,492 25,879

路線バスの利用者１人あたり財
政負担額

円/人 132 130未満 150 167 138 163 188 271 201

コミュニティバスの利用者
１人あたり財政負担額

円/人 1,039 1,000未満 1,151 1,113 1,262 1,347 1,520 2,041 2,043

路線バス・コミュニティバス１
便あたりの平均利用者数

人/便 ー
各路線
1.5人/便

4.5 4.0 4.2 4.2 4.2 4.4 4.6

地域公共交通アドバイザー
会議（仮）の開催数

回/年 ー 2以上 1 1 4 3 5 5 3

目標値
(H30)

各年度の評価値

①生きがいづくりに向けた様々
なサービス・行事などを楽しむ
ため、そして、各種拠点の機能
を維持・強化するため、各地域
の中心部や都市機能が集積した
市内・市外などへの“おでか
け”の増加に資する効果的な地
域公共交通ネットワークを構築
する

②人口減少下にあることを真摯
に受け止め、限られた予算で最
大の効果を上げる“経営感覚”
を取り入れた効果主義のもと、
地域公共交通の運行・経営に努
める

③地域公共交通の利用促進に地
域全体で取り組み、地域公共交
通を「創り、守り、育てる」気
運の醸成を図る

目標 指標の定義 単位 H25
（計画現況値）
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（参考）大分県内の交通事業者の状況 

●コロナ前（R1）に対する令和４年９月の同月比をみると、乗合バスは75%の回復、タクシ

ーは65％の回復となっています。 

●令和４年の１～８月の状況をみると、乗合バスは８割以上の回復がなされた月が複数確認で

きる一方で、タクシーは同様の回復は皆無の状況となっています。 

●新型コロナウイルス感染症の影響による利用者の減少、収入の減少に加え、原油価格の高騰

など様々な要因が重なり、地域公共交通の維持が非常に厳しい状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 大分県内の交通事業者の状況 
出典：「新型コロナウイルス感染症による九州の公共交通事業者・観光事業者への影響（令和 4年 9月分までの実績）」 

（九州運輸局、R4年 11 月） 

 
 

市内バス事業者の声  ：令和２年度はコロナ禍でバス事業者が厳しいということで、全路線に対する

補助があったため大変助かりました。 

市内タクシー事業者の声：コロナの影響はかなり大きい。一番悪かったときは昼を入れて 50％減少、

夜は 80～90％減少した。今後も例年のようには利用者は戻らないのでは

ないかと懸念している。 
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３-４-２ 評価結果を踏まえたモニタリングしていくべきと考える指標 

●目標達成状況に加え、前述の大分県内の新型コロナウイルス感染症の地域公共交通事業への

影響等を踏まえ、中津市地域公共交通網形成計画に掲げた６つの評価指標は引き続き次期計

画（本計画）にも反映します。 

 

 

表 評価結果を踏まえたモニタリングしていくべきと考える指標 

中津市地域公共交通

網形成計画における

評価指標 

考察・提案 
次期計画（本計画） 

への反映方針 

路線バス（中日線）の

年間利用者数 

・市の骨格を形成する幹線軸である。 

・今後の利用動向に注視する必要があるため、次期計画（本計

画）でも設定することが肝要である。 

〇 
（反映させる） 

コミュニティバス年

間利用者数 

・近年減少傾向にあり、引き続き、今後の利用動向に注視する

必要がある。 

・次期計画（本計画）でも設定することが肝要である。 

〇 
（反映させる） 

路線バスの利用者１

人あたり財政負担額 

・悪化している傾向（財政負担が増加している傾向）にある。 

・今後の地域公共交通政策の評価・改善につなげていく指標と

して、引き続き、次期計画（本計画）でも設定することが肝

要である。 

〇 
（反映させる） 

コミュニティバスの

利用者１人あたり財

政負担額 

・悪化している傾向（財政負担が増加している傾向）にある。 

・今後の地域公共交通政策の評価・改善につなげていく指標と

して、引き続き、次期計画（本計画）でも設定することが肝

要である。 

・目標値（1,000 円/人）については、地域によって、片道の

運行距離（運行キロ）が大きく異なるため、同距離をタクシ

ーで運行した場合に発生する運賃と比較するなどの、別の

視点でのモニタリングができると、タクシー利活用等の代

替措置の検討材料にも活用できると考える。 

〇 
（反映させる） 

路線バス・コミュニテ

ィバス１便あたりの 

平均利用者数 

・路線バスが概ね横ばい傾向にある一方で、コミュニティバス

は緩やかな減少傾向となっている。 

・今後の地域公共交通政策の評価・改善につなげていく指標と

して、引き続き、次期計画（本計画）でも設定することが肝

要である。 

・目標値（1.5 人/便）については、「片道だけでも乗り合う」

という意味をもった最低限クリアすべき目標であるため、

再考の余地がある。 

〇 
（反映させる） 

地域公共交通アドバ

イザー会議（仮）の開

催数 

・地域の実情を知る運転手や交通事業者の声を踏まえた、実現

性・持続性高い地域公共交通政策の実現にあたり機能して

いた評価指標である。 

・アドバイザー会議については、交通会議の中で事業者や乗務

員を委員として様々な意見等を収集している状況であるた

め、引き続き、事業者との情報共有・意見交換のための場と

して設定することが肝要である。 

〇 
（反映させる） 
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４．中津市の地域公共交通に関する利用需要・利用者ニーズ分析 

４-１ 市内のバス不便地域対策の対応方向分析（市民アンケート調査） 

４-１-１ 調査概要 

調査の概要は下表のとおりです。 

表 調査の概要 

 特定地区全世帯への簡易アンケート調査 移動必要者全数へのアンケート調査 

ねらい ○バス不便地域において、真に移動手段

を必要とする住民（住民による手上

げ）の居住地や年齢の特性さらには規

模感を適切に把握し、「輸送資源の適

材適所」を検討する基礎データを把握 

○移動に困っており、移動手段を必要とする

対象地区の住民の現状を把握 

○市の今後の地域公共交通空白地域の対応に

資する検討に必要な基礎データを収集 

調査対象 ○対象地区 

【中津地域】 小祝地区・如水地区・ 

沖代地区 

【三光地域】 小袋地区 

【山国地域】 春田地区 

○配布世帯数：2,970 世帯 

（人数：7,192 人） 

〇対象地区 

【中津地域】 小祝地区・如水地区・ 

沖代地区 

【三光地域】 小袋地区 

【山国地域】 春田地区 

○配布対象者数：279 人 

※真に移動手段を必要とする住民全員 

調査手法 ○配布：市報配布時に同封 

○回収：郵送、インターネット回答 

○郵送による配布・回収 

調査時期 ○令和３年 11 月～令和３年 12 月 ○令和４年１月～３月 

回収結果 ○手をあげた人数 

（真に移動手段を必要とする住民：回答人数） 

 279 人 ※手上げ率（回答率）3.9％ 

○124 票（回収率 44.4％） 

・（小祝地区）：17 票（回収率 44.7％） 

・（沖代地区）：44 票（回収率 47.8％） 

・（如水地区）：42 票（回収率 35.9％） 

・三光地域：17 票（回収率 60.7％） 

・山国地域：4 票（回収率 57.1％） 

 

 ※簡易アンケートの調査票 
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４-１-２ 調査結果 

１）地域公共交通を真に必要とする地区住民（移動必要者）の存在 

●マイカー以外の交通手段が「今すぐ必要」と回答

したのは279人中68人であり、68人は市内

15町に居住しています。 

●各町の人数をみると１地区（13人）を除き、１

～８人程度であり、タクシー車両で対応できる規

模の需要であることが分かりました。 

 

図 地域公共交通を求める時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 マイカー以外の交通手段が「今すぐ必要」と回答した方の人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 年以内に移動サービスが必要な住民の集積状況（メッシュ単位） 

注）図中にメッシュで示した「地域公共交通を必要とする人」は、９年以内の地域公共交通を必要とする人をカウント

した  
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２）移動必要者の居住地と地域公共交通サービスの運行状況の関係性 

●バスやタクシーの勢力圏内に居住しつつも、「新たな移動サービスが今すぐ必要」と回答

しているのは、主として「後期高齢者」であることが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 移動必要者の居住地          図 バス停勢力圏在住移動必要者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 移動必要者の居住地         図 タクシー勢力圏在住移動必要者の年齢 
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2.0%

17.6%

33.3%

33.4%

20～40代

50～64歳

65～74歳

75～84歳

85歳以上

マイカー以外の交通手段が「今すぐ必要」と回答し、

バス勢力圏内に住んでいる方（n=51）

8.3%
2.1%

22.9%

41.7%

25.0%

20～40代

50～64歳

65～74歳

75～84歳

85歳以上

マイカー以外の交通手段が「今すぐ必要」と回答し、

タクシー利用圏内に住んでいる方（n=48）

70.6%

29.4%

タクシー利用圏内

タクシー利用圏外

マイカー以外の交通手段が「今すぐ必要」と回答した方

（n=68）

47.1%

27.9%

25.0%

バス停300ｍ圏内

バス停500ｍ圏内

バス勢力圏外

マイカー以外の交通手段が「今すぐ必要」と回答した方

（n=68）

後期高齢者 

66.6％（34 人） 

タクシー利用圏内 

に在住（48 人） 

後期高齢者 

66.7％（32 人） 

バス勢力圏内 

に在住（51 人） 
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３）バス勢力圏や年齢層とタクシーの利用状況の関係性 

●買い物や通院などで行き来したい時間帯は分散傾向にある中で、現状ではバス停勢力圏に

関係なく、タクシーは「高齢者層」を中心に利用されていることが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 タクシー利用者の年齢構成（買物移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 タクシー利用者の年齢構成（通院移動） 
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■中津（如水）

バス停300ｍ圏内 1人
バス停500ｍ圏内 2人
バス交通不便地域 4人

■中津（沖代）
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バス交通不便地域 0人
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はほぼ高齢者 ■中津（小祝）
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■中津（如水）
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バス停500ｍ圏内 4人
バス交通不便地域 4人

■中津（沖代）

バス停300ｍ圏内 18人

バス停500ｍ圏内 0人
バス交通不便地域 0人

18人

タクシー利用者

6人

タクシー利用者

9人

タクシー利用者
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４）バスサービスとニーズのギャップ分析 

①移動必要者が行きたい施設（商業施設、医療施設）とバスでのアクセス性 

●移動必要者の行きたい施設には、バス停まで行ければアクセス可能なものはあるものの、

バスルート自体は多くの施設がカバーできておらず、バスの乗り継ぎが生じ、かつ移動が

遠回りとなることが分かりました。 

●タクシー営業拠点周辺に目的地が集積しているため、移動に「タクシー」の活用も考えら

れることが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 移動必要者の居住地周辺で利用できるバス路線のルートと行きたい施設との関係性 

 

②移動必要者が外出したい時間帯に目的地に行けるバスの運行状況分析 

●移動必要者の居住地周辺で利用できるバス路線の行き・帰りのバス運行時間帯をみると、

概ね合致していることが分かりました。 

 

表 移動必要者が外出したい時間帯と居住地周辺のバスダイヤとの関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）中津地域（小祝地区）

（２）中津地域（如水地区）

（５）山国地域

（１）中津地域（小祝地区） （３）中津地域（沖代地区）

（２）中津地域（如水地区） （４）三光地域

（５）山国地域移動必要者の居住地周辺で
利用できるバス路線のルート
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4 12 1 3 5 3 1 13 13 6 1 2 2 1 1 1 2

6時台 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

7時台 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8時台 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 8% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

9時台 0% 17% 0% 0% 0% 0% 100% 15% 23% 17% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 100%

10時台 25% 25% 0% 100% 40% 0% 0% 54% 31% 17% 100% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

11時台 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 8% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12時台 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

13時台 0% 8% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

14時台 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 8% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

15時台 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

午前中 50% 25% 0% 67% 40% 33% 100% 54% 23% 33% 100% 0% 50% 0% 0% 100% 100%

13時台～14時台 50% 17% 0% 33% 40% 0% 0% 38% 23% 33% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0%

15時台～16時台 0% 8% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 31% 17% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

17時台～18時台 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

19時以降 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

三光 山国

バス停300ｍ圏内

回答者数

設問・選択肢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区

中津（小祝） 中津（如水） 中津（沖代）

バス停300ｍ圏内 バス停300ｍ圏内
バス交通不便地域
（タクシー2㎞圏内）

バス停
300ｍ圏内

自宅を出発する時間帯

帰宅したい時間帯

移動必要者の居住地周辺で
利用できるバス路線の行きのバス運行時間帯

移動必要者の居住地周辺で
利用できるバス路線の帰りのバス運行時間帯
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トライアル
中津店

病院

川嶌整形
外科病院

新鮮市場
大貞店

道の駅なかつ

中津市民病院

イオンモール
三光

ゆめマート
中津店

郵便局
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2
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ゆめタウン中津

郵便局
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三光

銀行
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中尾循環器科
内科クリニック

マルキョウ
中津店

トキハ
インダストリー

中津店

コスモス

ダイレックス

自宅
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2

2
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2

2

2

3
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1
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1

三光

病院

イオンモール
三光

自宅

1

まつざき
クリニック

JAおおいた
三光

3

2

3

1

2 2

2
1

山国

済生会日田病院

道の駅やまくに

1

運動・買物

山国支所

病院

アタックス コスモス

郵便局

サニー日田店

槻木診療所

やまくに山村塾

自宅

1

1 1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1 1
1

③移動必要者が求める「移動」の周遊意向 

●移動必要者は概ね１回の外出で「３か所以上回遊したい」意向をもっており、そのパター

ンは多様であることが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 移動必要者の目的地回遊状況 

 

 

④支払い意思額 

●各地区1日あたり1000円程度ならば移動必要者（回答者）の6割以上が許容範囲であ

ることが分かりました。なお、年間限度額は地区・回答者によって差異があります。 

 

表 移動必要者の支払い意思額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域 まとめ 1日あたりの支払限度額 年間の支払限度額

中津地域
（小祝地区）

・1日1,000円程度
・年間10,000円程度
ならば６割以上が許容範囲

中津地域
（沖代地区）

・1日1,000円程度
・年間30,000円程度
ならば６割以上が許容範囲

中津地域
（如水地区）

・1日1,000円程度
・年間50,000円程度
ならば６割以上が許容範囲

三光地域
・1日1,000円程度
・年間36,000円程度
ならば６割以上が許容範囲

山国地域
・1日1,000円程度
・年間12,000円程度
ならば６割以上が許容範囲
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４-２ 市内タクシー利用特性分析 

●平日の時間帯別タクシー稼働台数をみると、「10時台」が105台と最も多く、50台前後が

稼働するのは「8～16時台」となっています。 

●タクシー利用者の属性をみると、「高齢者」と「一般（生産年齢人口）」が多い状況です。 

●利用者属性別の時間係数をみると、「高齢者」は8～16時台が比較的多い一方で、「一般」

は8～20時台に広く利用が分散している傾向にあります。 

●タクシーODをみると、中津地域の内々の移動が大多数であり、中津地域と市外、中津地域

と三光地域の行き来も比較的多い一方で、本耶馬渓地域や耶馬溪地域と中津地域の往来も一

定程度みられます。 

  注）市内全タクシー事業者に調査協力を依頼し、2022 年 7/25（月）～7/29（金）の 6～21 時台に調査を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 平日の時間帯別タクシー稼働台数       図 タクシー利用者の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図 利用者属性別の時間係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 平日５日間のタクシーOD 

※1 日当たりの平均稼働台数 
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タクシー利用者数（乗降客数）

1,000人以上

500～599人

100～499人

50～99人

30～49人

10～29人

1～9人

路線バスルート

コミュニティバスルート

タクシー営業所

タクシー営業所からの距離

（内側から半径1㎞、2㎞）◎

※平日５日間計

タクシー利用者（乗客数）
高齢化率

100％

80％以上100％未満

60％以上80％未満

30％以上60％未満

30％未満

0％

路線バスルート

コミュニティバスルート

タクシー営業所

タクシー営業所からの距離

（内側から半径1㎞、2㎞）◎

 

●３㎞メッシュのタクシー利用者（乗降客）をみると、JR 中津駅の南側が最も多い状況にあり

ます。期間中に10人以上（1人/日程度の利用）の利用があるのは、中津・三光地域と中日

線沿線、タクシー営業拠点から 2ｋｍ圏域内の状況にあります。 

●タクシー利用者の高齢化率をみると、旧下毛地域において、コミュニティバスのみ運行して

いるエリアや中日線から少し離れているエリア等で高齢化率100％のエリアが多くみられま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３㎞メッシュのタクシー利用者（乗降客数）の多寡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３㎞メッシュのタクシー利用者（乗客）の高齢化率（乗客総数に占める高齢者の割合） 
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【下り：山国・日田方面行】

利用者数 最大車内人数

■柿坂～医療センター～日田（7:00→7:57） 23 23

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（7:30→8:37） 14 13

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（8:55→9:57） 9 7

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（10:10→11:12） 4 3

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（11:50→12:52） 11 11

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（14:20→15:22） 7 5

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（15:30→16:32） 5 2

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（16:30→17:32） 19 15

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（17:20→18:22） 9 8

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（18:20→19:22） 6 6

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（19:10→20:12） 10 10

【上り：中津方面行】

利用者数 最大車内人数

■柿坂～医療センター～日田（19:22←18:25） 1 1

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（7:22←6:20） 20 20

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（7:47←6:45） 19 16

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（8:37←7:35） 13 8

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（10:02←9:00） 12 7

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（12:42←11:40） 6 4

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（14:02←13:00） 2 2

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（15:12←14:10） 10 10

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（16:12←15:10） 2 1

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（17:47←16:45） 2 1

■中津駅～万田・旬菜館～守実温泉（18:32←17:30） 11 9

４-３ 路線バスの利用状況分析 

●中日線と中津市内線のコロナ前後における営業状況や輸送人員の比較をみると、実車走行キ

ロはどちらもコロナ前後で３割程度減少していますが、通勤定期券利用者は市内線が増加し

ている一方で中日線は減少しています。 

●通学定期券利用者は、平成 30年度より開始した「高校通学の定期券補助の年間定期化」に

伴い、中日線も市内線も増加しています。 

●中日線沿線住民の通勤定期券利用者増加のためには、通勤時間帯に合致したバスサービスと

実際の需要の顕在化がセットで必要です。 

●令和３年度中日線の便別利用状況（最大車内人員）の分析をみると、平日11往復（22

便）の中で、定員11人以上のバス車両を投入する必要性の高い便は８便となります。 

●利用需要の増加が期待できない場合等のうち、買い物時間帯においては、これらの利用特性

を踏まえつつ、ワンボックスカー等の小型バス車両の適切な運用により、商業施設等への乗

り入れ等を検討することが必要です。 

 

表 中日線と中津市内線のコロナ前後における営業状況や輸送人員の比較 

  

  

  

  

実車走行キロ 

（㎞） 

通勤定期 

（人） 

通学定期 

（人） 

定期外 

（人） 

輸送人員合計 

（人） 

中日線 

平成 30 年度 

（H29.10～H30.9） 
404,959.8 4,476.0 43,898.0 37,218.0 85,592.0 

令和 3 年度 

（R2.10～R3.9） 
289,659.9 3,677.0 61,291.0 21,383.0 86,351.0 

R3/H30 71.5% 82.1% 139.6% 57.5% 100.9% 

市内線 

平成 30 年度 

（H29.10～H30.9） 
298,492.1 769.0 655.0 64,424.0 65,848.0 

令和 3 年度 

（R2.10～R3.9） 
222,074.8 2,611.0 3,299.0 35,988.0 41,898.0 

R3/H30 74.4% 339.5% 503.7% 55.9% 63.6% 

資料：大交北部バス 

表 令和３年度中日線の便別利用状況（最大車内人員）の分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大交北部バス 

 

   10 人以上（バス） 

   9 人以下（ジャンボタクシー） 

   4 人以下（小型タクシー） 
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４-４ 民間事業者が実施しているサービスの特性分析 

４-４-１ 調査概要 

調査の概要は下表のとおりです。 

 

表 調査の概要 

 日常生活施設運営事業者意向調査 

ねらい ○民間サービス事業者を対象に、サービス概要やサービス提供エリア、現状や今後の意

向等を把握 

○現状でサービスを実施していない事業者に対して、新サービスの可能性（行政支援の

必要性の有無を含む）を確認 

調査対象 ○市内の民間サービス事業者（358 施設） 

・医療施設（71 施設） 

・商業施設、コンビニ（93 施設） 

・福祉関係事業所（170 施設） 

・宿泊施設（24 施設） 

調査手法 ○郵送による配布・回収 

調査時期 ○令和４年７月～８月 

回収結果 ○188 票 

・医療施設（41 票） 

・商業施設、コンビニ（27 票） 

・福祉関係事業所（110 票） 

・宿泊施設（10 票） 

 

 

 

４-４-２ 調査結果 

１）利用者送迎サービス（対象：宿泊施設・医療施設・商業施設・福祉関係事業所） 

●本市においては、医療施設（2か所）、商業施設（2か所）、福祉関係事業所（64か所）の

計68事業所において利用者送迎サービスを実施しています。 

注）この他に、宿泊施設４か所で利用者送迎サービスを実施していることが分かりました。 

 

表 利用者送迎サービスを実施している事業者 

ジャンル 事業所数 

医療施設 2 

商業施設 2 

福祉関係事業所 64 

計 68 
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①医療施設 

●医療施設が行っている利用者送迎サービスの提供エリアは耶馬溪地域の「樋山路・宮園・金

吉・大島地区」となっています。 

●当該サービス未実施の医療施設からもサービスを新規実施する可能性（意向）が確認されま

したが、現状のサービス提供事業者からは「人手不足」や「ドライバーの負担」について問

題を抱えており、往来が大変な地区（今後のサービス縮小が懸念されるエリア）として、耶

馬溪地域の「樋山路・宮園・金吉地区」が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 利用者送迎サービスの実施エリアと事業者が往来が大変なエリア（今後のサービス縮小懸念エリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 サービス実施上の問題の指摘割合         図 往来が大変な地区の指摘割合 

  

表 実施意向等が確認された事業者 

事業者 具体的な意向 

A社 行政の助成金があれば実施は可能 

 

 

50.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60%

人手が足りない

ドライバーの負担が大きい

現状のサービスを縮小させざるを

えない

今の地域をもっと高頻度で行きたいが、

できてない

今の地域よりもっとサービス提供範囲を

拡大したいが、できてない

車両が老朽しており、買い替え時期に

来ている

お客が減っており、経営が成り立ちにくく

なっている

後継者がいない

車両の買い替えが必要だが、その資金がなく

買い替えができない

競合相手が増えている

『利用者送迎サービス』は本当はやりたくない

（しょうがなくしている）

その他

n=2

複数回答

50.0%50.0%

往来が大変な地区あり

往来が大変な地区なし

n=2

山国地域 耶馬溪地域 

本耶馬渓地域 

三光地域 

中津地域 
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②商業施設 

●商業施設が行っている利用者送迎サービスの提供エリアは中津地域の「中心部」「万田・湯

屋・相原地区」、三光地域の「佐知地区」、「耶馬溪地域」となっています。 

●当該サービス未実施の商業施設からもサービスを新規実施する可能性（意向）が確認されま

したが、現状のサービス提供事業者からは「人手不足」や「サービスの提供頻度・範囲」等

について問題を抱えており、往来が大変な地区（今後のサービス縮小が懸念されるエリア）

として、耶馬溪地域の「川原口・大野・中畑・福士地区」や「金吉・大島・山移・深耶馬地

区」が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 利用者送迎サービスの実施エリアと事業者が往来が大変なエリア（今後のサービス縮小懸念エリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 サービス実施上の問題の指摘割合         図 往来が大変な地区の指摘割合  

表 実施意向等が確認された事業者 

事業者 具体的な意向 

B社 行政の助成金があれば実施は可能 

 

 

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60%

人手が足りない

今の地域をもっと高頻度で行きたいが、

できてない

今の地域よりもっとサービス提供範囲を

拡大したいが、できてない

お客が減っており、経営が成り立ちにくく

なっている

後継者がいない

ドライバーの負担が大きい

現状のサービスを縮小させざるを

えない

車両が老朽しており、買い替え時期に

来ている

車両の買い替えが必要だが、その資金がなく

買い替えができない

競合相手が増えている

『利用者送迎サービス』は本当はやりたくない

（しょうがなくしている）

その他

n=2

複数回答

50.0%50.0%

往来が大変な地区あり

往来が大変な地区なし

n=2

山国地域 耶馬溪地域 

本耶馬渓地域 

三光地域 

中津地域 
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③福祉関係事業所 

●福祉関係事業所が行っている利用者送迎サービスの提供エリアは「市内全域」となっていま

す。 

●当該サービス未実施の福祉関係事業所からもサービスを新規実施する可能性（意向）が確認

されましたが、現状のサービス提供事業者からは「人手不足」や「車両の老朽化」等につい

て問題を抱えており、往来が大変な地区（今後のサービス縮小が懸念されるエリア）とし

て、「市内全域」が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 利用者送迎サービスの実施エリアと事業者が往来が大変なエリア（今後のサービス縮小懸念エリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 サービス実施上の問題の指摘割合         図 往来が大変な地区の指摘割合 

  

表 実施意向等が確認された事業者 

事業者 具体的な意向 

C 社 実施していないが、実施は可能 

D社 実施していないが、実施は可能 

E 社 実施していないが、実施は可能 

 

 

40.6%

59.4%

往来が大変な地区あり

往来が大変な地区なし

n=64

山国地域 耶馬溪地域 

本耶馬渓地域 

三光地域 

中津地域 

46.9%

42.2%

25.0%

20.3%

20.3%

17.2%

14.1%

10.9%

4.7%

1.6%

1.6%

6.3%

0% 20% 40% 60%

人手が足りない

車両が老朽しており、買い替え時期に

来ている

ドライバーの負担が大きい

車両の買い替えが必要だが、その資金がなく

買い替えができない

競合相手が増えている

今の地域よりもっとサービス提供範囲を

拡大したいが、できてない

お客が減っており、経営が成り立ちにくく

なっている

後継者がいない

今の地域をもっと高頻度で行きたいが、

できてない

現状のサービスを縮小させざるを

えない

『利用者送迎サービス』は本当はやりたくない

（しょうがなくしている）

その他

n=64

複数回答
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２）移動販売サービス（対象：商業施設） 

●本市においては、商業施設１か所において移動販売サービスを実施していることが分かりま

した。 

●サービス提供事業者からは「利用者の減少」や「競合相手の存在」について問題を抱えてい

ることが分かりました。 

●当該サービス未実施の商業施設１か所からもサービスを新規実施する可能性（意向）が確認

されました。 

 

表 実施している事業者 

ジャンル 事業者 サービス実施上の問題指摘 

商業施設 A社 
・お客が減っており、経営が成り立ちにくくなっている 

・競合相手がいる 

 

表 実施意向等が確認された事業者 

ジャンル 事業者 具体的な意向 

商業施設 B社 行政の助成金があれば実施は可能 

 

 

３）荷物の宅配サービス（対象：商業施設） 

●本市においては、商業施設10か所において荷物の宅配サービスを実施していることが分か

りました。 

●サービス提供事業者からは「利用者の減少」について問題を抱えていることが分かりまし

た。 

●当該サービス未実施の商業施設２か所からもサービスを新規実施する可能性（意向）が確認

されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 サービス実施上の問題の指摘割合 

 

表 実施意向等が確認された事業者等 

ジャンル 事業者 具体的な意向 

商業施設 A社 実施していないが、実施は可能 

B社 行政の助成金があれば実施は可能 

  

60.0%

40.0%

30.0%

20.0%

20.0%

20.0%

10.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60%

お客が減っており、経営が成り立ちにくく

なっている

今の地域よりもっとサービス提供範囲を

拡大したいが、できてない

後継者がいない

人手が足りない

ドライバーの負担が大きい

競合相手が増えている

今の地域をもっと高頻度で行きたいが、

できてない

現状のサービスを縮小させざるを

えない

車両が老朽しており、買い替え時期に

来ている

車両の買い替えが必要だが、その資金がなく

買い替えができない

『荷物の宅配サービス』は本当はやりたくない

（しょうがなくしている）

その他

n=10

複数回答
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４）訪問診療サービス（対象：医療施設） 

●本市においては、医療施設12か所において訪問診療サービスを実施していることが分かり

ました。サービス提供エリアは「市内全域」となっています。 

●当該サービス未実施の医療施設2か所からもサービスを新規実施する可能性（意向）が確

認されましたが、現状のサービス提供事業者からは「人手不足」や「人材の高齢化」等につ

いて問題を抱えており、往来が大変な地区（今後のサービス縮小が懸念されるエリア）とし

て「本耶馬溪・耶馬溪・山国地域」が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 訪問診療サービスの実施エリアと事業者が往来が大変なエリア（今後のサービス縮小懸念エリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 サービス実施上の問題の指摘割合         図 往来が大変な地区の指摘割合 

  

33.3%

25.0%

25.0%

16.7%

16.7%

16.7%

8.3%

8.3%

0.0%

0.0%

0.0%

16.7%

0% 20% 40% 60%

今の地域をもっと高頻度で行きたいが、

できてない

人材（自分自身を含む）が高齢化しており、

身体的にきつくなっている

後継者がいない

人手が足りない

お客が減っており、経営が成り立ちにくく

なっている

競合相手が増えている

今の地域よりもっとサービス提供範囲を

拡大したいが、できてない

車両の買い替えが必要だが、その資金がなく

買い替えができない

現状のサービスを縮小させざるを

えない

車両が老朽しており、買い替え時期に

来ている

『訪問診療サービス』は本当はやりたくない

（しょうがなくしている）

その他

n=12

複数回答

33.3%

66.7%

往来が大変な地区あり

往来が大変な地区なし

n=12

表 実施意向等が確認された事業者 

事業者 具体的な意向 

A社 実施していないが、実施は可能 

B社 実施していないが、実施は可能 

 

山国地域 耶馬溪地域 

本耶馬渓地域 

三光地域 

中津地域 
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５．中津市の地域公共交通に関する利用者・バス、タクシー事業者の声 

５-１ 市内５地域における利用者・非利用者の意向 

５-１-１ 調査概要 

調査の概要は下表のとおりです。 

 

表 調査の概要 

 施設利用者ヒアリング 
バス乗り込み調査 

（利用者ヒアリング） 

調査対象 中津地域  ：中津駅、市民病院 

三光地域  ：イオンモール三光 

本耶馬渓地域：守谷医院 

耶馬溪地域 ：支所、旬菜館、津民診療所、 

山移診療所 

山国地域  ：みんなのお店、熊谷医院 

路線バス：田口線、海岸中高線、田中

線、深秣線 

コミュニティバス：豊前中津線、各地

域コミュニティバス 

デマンド型乗合タクシー：深水線 

調査手法 市職員による直接聞き取り 市職員による直接聞き取り 

主な 

調査項目 

〇外出特性（本日の移動手段等） 

〇地域公共交通への改善ニーズ 等 

〇便別に利用者の乗車・降車バス停 

〇地域公共交通への改善ニーズ 等 

回収結果 58 票 149 票 

 

 

【参考】平成 26 年度に実施した調査結果（中津市地域公共交通網形成計画より抜粋） 

＜電車やバスとの乗り継ぎがしにくい理由＞ 

●中津駅またはイオンモール三光で、公共交通の乗り継ぎをしている方に「電車やバスとの乗り継ぎ

がしにくい理由」を具体的に聞いたところ、バスとＪＲの乗り継ぎに対して、半数以上（14 人中９

人）が「接続が悪くて、乗り継ぎがしにくい」と回答しています。 

表 電車やバスとの乗り継ぎがしにくい理由 

注）複数回答 
乗り継ぎパターン 

計 
バスとＪＲ バスとバス 

接続が悪くて、乗り継ぎがしにくい 9 3 12 

便と便の接続状況が分かる情報がない 6 2 8 

公共交通を乗り継ぐと運賃が高くつく 1 0 1 

回答者（乗り継ぎ利用者） 14 9 23 

 

＜利用者が路線バス・コミュニティバスに乗り入れして欲しい場所＞ 

●本耶馬渓地域の３施設（守谷医院、西谷温泉、横井医院）で公共交通利用者（路線バス・コミュニ

ティバス）に聞き取りしたところ、路線バス・コミュニティバスに乗り入れして欲しい場所とし

て、「イオンモール三光」へのバス乗り入れを希望する声が複数ありました。 

表 公共交通利用者が路線バスやコミュニティバスに乗り入れて欲しい場所利用者の意向 

 コミュニティバス 路線バス 

守谷医院 
・イオンモール三光に行く便がほしい ・徒歩で行ける範囲内しか行けないが

本当はイオンモール三光に行きたい 

西谷温泉 
・イオンモール三光の中まで入ってほし
い 

・イオンモール三光行きがあったらよい 

・イオンモール三光の中まで入ってほ
しい。イオンモール三光の所にイス
と屋根がほしい 

横井医院 
・イオンモール三光に行ってくれたらよ
い（１週間に 1 回です） 

 

  



48 

５-１-２ 調査結果 

１）地域公共交通利用者・非利用者の地域公共交通に対する意向（改善指摘内容等） 

●地域公共交通利用者・非利用者ともにバスに関する指摘が多く、その中でも、運行便数や

運行ルート・バス停についての指摘が多くみられました。 

●本耶馬渓地域のコミュニティバス利用者からは「イオンモール三光へのコミュニティバス

の乗り入れ」について要望がありました。 

  注）施設利用者ヒアリング結果 

 

表 バリアフリーに関する指摘 

 

 

 

 

 

表 便数に関する指摘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 土日運行に関する指摘 

 

 

 

 

表 料金に関する指摘 

 

 

 

 

表 運行ルート・バス停に関する指摘 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 移動手段の確保・維持に関する指摘 

 

 

 

  

地域 分類 年代 公共交通に対する意向
40～64歳 ・バスのステップがあると乗降がしづらいので、ノンステップバスを走らせてほしい。

65～74歳
・バス停の表記をわかりやすく改善してほしい。
　（行き先をわかりやすく表記してほしい）

三光 非利用者 65～74歳 ・どのバスに乗ればよいか分かりにくい。

本耶馬渓 利用者 75歳以上 ・押し車をバスに乗せたい。バスの段が高い。

中津 利用者

地域 分類 年代 公共交通に対する意向
65～74歳 ・1時間に1本くらいの頻度でバスを走らせてほしい

・バスの本数を増やしてほしい （４票）
・バスの本数が少ない
・沖代町1丁目の便が少ないため、行きは家の近くから乗れるが、帰りは少し歩かなければならない。
・北高経由の便を増便してほしい
・病院の終了が早い時は、待ち時間が長くなることがある。
・日中の時間調整をしてほしい。
・足腰が悪い。近くに西秣線があるが、毎日走っていない。
・便数を改善してほしい。
・用事はすぐ終わるので、待ち時間が長い。

65～74歳 ・バスの数が少ない。バス停付近以外の施設に行きにくい。
無回答 ・バスの本数が少ない。

75歳以上 ・待ち時間が長い。旧市内までの乗り換えが大変
無回答 ・待ち時間が長い

本耶馬渓 利用者

中津 利用者

三光
利用者

非利用者

75歳以上

40～64歳

地域 分類 年代 公共交通に対する意向
65～74歳 ・バスの本数を増やしてほしい、土日の便を走らせてほしい

75歳以上
・年末年始（12/29～1/3）にすべての便が運休となっていて不便に感じた。土日にあると良い。
・土日祝日ダイヤがあると良い。

中津 利用者

地域 分類 年代 公共交通に対する意向
・運賃を改善してほしい。
・運賃が高い。

非利用者 65～74歳 ・料金を安くしてほしい。
山国 利用者 75歳以上 ・タクシー代を安くしてほしい。

三光
利用者 40～64歳

地域 分類 年代 公共交通に対する意向
65～74歳 ・空港バスの乗降場所が増えるとうれしい。
75歳以上 ・バス停までが遠い

・大通り沿い(212号線)でバスに乗れたらいい　（３票）
・イオン三光まで行ってほしい

無回答 ・買い物施設からバス停までの距離が長いため、重たいものは買えない

耶馬溪 非利用者 75歳以上
・バス停で長いこと乗車がないところがある。（人がいない。集落が絶えた）
　そういう所はなくていいのではないか。

利用者 75歳以上 ・バス停までが遠い。
・バスがどこでも乗れない。足が悪いので乗らない。
・国道沿いでも停車してほしい。

中津 利用者

75歳以上

75歳以上

利用者本耶馬渓

山国
非利用者

地域 分類 年代 公共交通に対する意向

中津 利用者 75歳以上 ・バスを維持してほしい

75歳以上 ・移動手段が少ない。
無回答 ・移動手段が少ない。

三光 非利用者
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２）バス利用者の意向（改善指摘内容等） 

●本耶馬渓・耶馬溪・山国地域から「中日線との接続に難がある」との回答がありました。 

●中津地域・三光地域のバス利用者から「土日祝の運行」について意向がありました。 

●中津地域・三光地域・耶馬溪地域・山国地域から、施設の滞在時間が短い（用事はすぐに

終わる）が、ちょうどよい帰りのバス便がないため「待ち時間が長い」との声が複数あり

ました。 

●耶馬溪地域のコミュニティバス利用者から「月曜は美容院が休みのため、月曜のみの週１

日運行ではなく週２日運行にして欲しい」との声が複数ありました。 

  注）バス乗り込み調査結果 

 

表 中日線の接続に関する指摘（抽出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 土日運行に関する指摘（抽出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 便数に関する指摘（抽出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 週 2 日の運行に関する指摘（抽出） 

 

 

 

  

地域 年代 公共交通に対する意向

本耶馬渓 75歳以上 屋形 上り 2 便
・地域バスが遅れて旧市内行きのバスに間に合わないことがある
・既存の時刻よりもっと早い時間に来てほしい

40～64歳 川原口線 上り 1 便 ・市内とのバス（中日線）の接続の時間が悪いので、改善してほしい。

65～74歳 山移南線 上り 1 便
・中日線を接続して欲しい（→市内に買物に行きたい為）。
・美容室に行きたい。

65～74歳 槻木線 下り 1 便
・バスの接続が悪い。日田・中津。
・もう一回増やしてほしい。
・路線バスの接続が悪い。　（２票）
・タクシーの乗り換え、バスの時間との接続が悪い。

槻木線 下り 1 便

耶馬溪

山国

利用路線

75歳以上

地域 年代 公共交通に対する意向
20～39歳 海岸中高線 上り 3 便 ・土日に動いてほしい。

40～64歳 田中線 下り 3 便
・バスの本数が少ない。土日にない。
・タクシーが切り上げるのが早い(山国では)。
・土日、年末年始の運行。

海岸中高線 下り 2 便
・便数が少ない。土日がない。
　→ある便を上手く使うしかないと思っている。

海岸中高線 下り 2 便
・バスの便、乗り継ぎ、土日が休み。
・土日もあるとよい。

三光 75歳以上 西秣線 下り 1 便
・コミュニティーバスの便数が少ない。
・土日イオンで催しものに出られない。

利用路線

中津

75歳以上

地域 年代 公共交通に対する意向

深秣線 上り 2 便
・家からバス停が近いので市内移動は苦ではない。
・帰りの時間帯（もう少し早い便があるとよい）。

田口線 下り 3 便 ・時間のかたよりによる待ち時間が苦である。
75歳以上 海岸中高線 下り 2 便 ・昼からの時間帯の調整(13:30くらいがあるとよい)。待ち時間が長い。

三光 75歳以上 デマンド 上り 2 便
・用事はすぐ終わるので、待ち時間が長い。
・交通便利が悪い。

槻木線 下り 1 便 ・少し時間に余裕がほしい。JAおおいたオアシス山国直売所に行きたい。
槻木線 下り 1 便 ・滞在時間が足りない。
槻木線 下り 1 便 ・帰りのバスの時間が用事をしていると短く感じる。
槻木線 下り 1 便 ・帰りのバスまでの時間が短い。

山国 75歳以上

65～74歳

利用路線

中津

地域 年代 公共交通に対する意向

川原口線 下り 1 便 ・月曜日は美容室がお休みなので、ぜひ週2回走っていただきたい。　（２票）

山移南線 上り 1 便 ・曜日が悪い。
耶馬溪 75歳以上

利用路線
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５-２ バス・タクシー事業者の声 

 

 

・バスもタクシーも乗務員不足・高齢化が要因となって、事業継続に影響が

出ている。 

 

 

•バス乗務員には宇佐市や豊前市など近隣の市町村からの出勤者が多く、耶

馬溪への出勤が厳しい。 

 

 

•回送距離が２㎞を超えた場合は回送料金を徴収することになっている。 

・今後も利用者に対して回送料をもらうことへの周知拡大は必要。 

 

 

バス・タクシー事業者 

 

 

 

・バス乗務員の確保にあたっては「定住自立圏の取組の中でバス運転手の成

り手と定住促進をマッチング」が必要。 

 

 

 

・交通系 IC カードでも QR コードでもいいので、キャッシュレス化を進め

ていきたい。 

・現状は事業者だけで新しく機械を購入するというのは難しいため、補助を

してほしい。 

バス事業者  

 

 

 

・タクシー運転手の AT 車による事故(信号待ちでブレーキが緩んだり)の増加

を踏まえ、運転アシスト機能等を車両に搭載する補助制度の創設が必要。 

・予約・配車についてタクシー各社がバラバラではなく、共通のシステム・

アプリケーションとすることで、有人による事務作業の負担を減らし、営

業効率化を図りたい。 

 

 

・現状の乗務員の高齢化を踏まえると、紙や電話による伝達であれば、高齢

者の利用実態を共有することができる。 

・病院が無料送迎をしており、タクシー利用者の減少の一因となっている。 

タクシー事業者 
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６．中津市の地域公共交通に関する課題 

●これまでの市の地域公共交通政策の定量的な評価結果のほか、市の地域公共交通の利用需

要・利用者意向、利用者・事業者の声を踏まえると、中津市地域公共交通網形成計画で掲

げた以下の３つの市の地域公共交通の問題・課題は改善が図られたものの、引き続き改善

に努める必要があります。 

・地域公共交通のサービス改善 

・地域公共交通の事業者間連携・協働 

・地域公共交通の持続ある運行 

 

●この大きな３つの課題に対して、先述の各種調査結果で明らかになった”市内各地域の細

かい課題”を再整理したものが下表となります。 

 

 

表 中津市の地域公共交通に関する課題（３大分類と地域別の細分化） 

分類 
地域公共交通の 

サービス改善 

地域公共交通の 

事業者間連携・協働 

地域公共交通の 

持続ある運行 

市全体 ●地域公共交通不便地

域の解消 

●地域公共交通の利便

性向上と利用促進 

 

 ●既存のバス路線の維持 

●地域公共交通全体の利

用者の維持および新た

な利用者確保のための

利用促進施策 

●運転手の確保 

●地域内移動におけるア

クセス改善と既存の地

域公共交通との共存の

バランス確保検討 

地
域
別 

中
津 

●ニーズに合った交通

手段の確保 

●鉄道とバス等のダイヤ

接続強化 

 

旧
下
毛
地
域
（
三
光
・
本
耶
馬
渓
・
耶
馬
溪
・
山
国
） 

●地域内移動における

バス利便性の向上と

利用促進 

●中日線の利便性向上

（イオンモール三光

乗入れ） 

●地域外への移動頻度

の増加に伴う中津方

面の移動利便性の確

保 

 

●イオンモール三光を拠

点としたバス同士の接

続強化 

●中津方面・日田方面の

移動利便性の確保およ

び支線の接続強化 
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７．中津市地域公共交通計画が目指すもの 

７-１ 基本理念 

本市におけるまちづくりの方向性や地域公共交通の現状などを踏まえ、安全・安心な地域公共交

通体系を基本とした上で、本計画の基本理念を以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

注）本計画における「交通弱者」は、「１人で外出することはできるものの、車や運転免許がないなど 

  車を自由に使えない方々」を指します。 

 

７-２ 基本方針 

７-２-１ 地域公共交通サービスの利便性向上 

○市民の外出状況等を踏まえた運行ルートや運行便数等の見直し（改善）を行います。 

○行政と交通事業者、施設管理者等の連携のもと、地域公共交通の乗り継ぎ（ＪＲ⇔バス、バス

⇔バス）を円滑にし、“地域公共交通網全体の利便性向上”を図ります。 

○分かりやすい情報提供を行うことで、公共交通を利用したお出かけの利便性の確保を図りま

す。 

○誰もが使いやすいバス・タクシー車両の導入により、利便性向上を図ります。 

 

 

７-２-２ 地域公共交通不便地域の解消 

○地域特性を踏まえて移動手段を検討し、地域公共交通不便地域の解消を図ります。これによ

り、日常生活の移動利便性等を高め、コンパクトな市街地や集落ネットワークの形成、人口密

度の維持、都市機能の誘導等に寄与します。 

 

 

７-２-３ 現在運行中の地域公共交通の維持・確保 

〇地域公共交通を持続的に運行させるためには、利便性と経済性のバランス（調和）をとる必要

があります。 

○運行費等の国庫補助を最大限活用しつつ、既存の地域公共交通の維持・確保を図ります。 

○運転手不足への対応を図ります。 

 

  

●中津市が目指す“暮らし満足№１のまち「中津」”に向け、 

 安心づくり・元気づくり・未来づくりに関係する各種政策を連動させ 

高齢者や学生等の交通弱者の移動手段の確保を前提に、 

市内外から多くの人をまちに呼び込み、ふるさとの賑わいづくりと生きがい

づくりに寄与する“ひとにやさしい”移動環境網を共創する 



53 

７-３ 計画の目標 

基本理念・基本方針の実現に向けてクリアしなければならない問題・課題を踏まえ、計画の目標

として、以下を設定します。 

 

７-３-１ 地域公共交通サービスの利便性向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７-３-２ 地域公共交通不便地域の解消 

 

 

 

 

 

 

 

 

７-３-３ 現在運行中の地域公共交通の維持・確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
●居住誘導区域における公共交通での人口カバー割合（立地適正化計画との連動） 

目標値（R9） 100％   〔現況値：94.9％（R2）〕 
 

●中津市全体における公共交通での人口カバー割合 
目標値（R9） 100％   〔現況値：83.4％（R2）〕 

数値目標 
 

 
●路線バス（中日線）の年間利用者数 

目標値（R9） 92,000 人/年以上  〔現況値：88,295 人/年（R3）〕 
 
●路線バス年間利用者数（※総合計画より） 

目標値（R9） 240,000 人/年以上  〔現況値：256,216 人/年（R3）〕 
 
●コミュニティバス年間利用者数（※総合計画より） 

目標値（R9） 30,000 人/年以上  〔現況値：25,879 人/年（R3）〕 
 

●全タクシー車両に占める UDタクシーの割合（移動等円滑化の促進に関する基本方針より） 
目標値（R9） 25％以上   〔現況値：14.9％（R4）〕 

数値目標 
 

 
●路線バス・コミュニティバス１便あたりの平均利用者数 

目標値（R9） 各路線それぞれ２人/便  
〔現況値：路線バス 5.1 人/便(R3)〕 
〔現況値：コミュニティバス 2.5 人/便(R3)〕 

 
●路線バス・コミュニティバスの利用者１人あたり財政負担額 

目標値（R9） 路線バス   200 円/人未満 〔現況値：202 円/人（R3）〕 
       ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ   2,000 円/人未満 〔現況値：2,043 円/人（R3）〕 
 

●路線バス・コミュニティバスの市民１人あたり財政負担額 
目標値（R9） 全体    1,200 円/人未満 〔現況値：1,211 円/人（R3）〕 
 

●中津市公共交通会議の開催数 
目標値（R9） ２回/年以上 〔現況値：2回/年(R3)〕 
 

●バスの通勤定期券利用者 
目標値（R9）路線バス 8,500 人/年以上 〔現況値：6,288 人/年（R3）〕 

数値目標 
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表 評価指標の目標算出根拠 

計画目標 評価指標 目標値算出根拠 

目標１ 

地域公共交通 

サービスの 

利便性向上 

路線バス（中日線）の 

年間利用者数 

令和元年～令和 3 年の平均値を今後も維持してい

くことを目標に設定。 

路線バス年間利用者数 

第５次中津市総合計画の目標設定を踏襲。 

コミュニティバス 

年間利用者数 

全タクシーに車両に占める 

UD タクシーの割合 

令和２年 11 月、移動等円滑化の促進に関する基

本方針に掲げる福祉・UD タクシー車両台数の導

入目標を全国 9 万台に上方修正しただけでなく、

UD タクシーを地方に普及させることを目的に各

都道府県のタクシー総車両数の約 25％を UD タ

クシーにするという目標を新たに設定。 

目標２ 

地域公共交通 

不便地域の解消 

居住誘導区域における 

地域公共交通での人口カバー

割合 
全市民が公共交通にアクセスしやすい環境整備を

目指し設定。 
中津市全体における地域公共

交通での人口カバー割合 

目標３ 

現在運行中の 

地域公共交通の

維持・確保 

路線バス・コミュニティバス 

1 便あたりの平均利用者数 

公共交通を片道１便につき乗合利用すること（２

人/便）を最低限の目標として設定。 

（地域内フィーダー系統確保維持改善事業補助金

の交付要件を満たすように設定） 

路線バス・コミュニティバスの 

利用者１人あたり財政負担額 

現況値未満を目指し設定。 

路線バス・コミュニティバスの 

市民１人あたり財政負担額 

中津市公共交通会議の開催数 

中津市地域公共交通網形成計画の目標値であり、

本計画においても継続設定。 

なお、道路交通法及び地域公共交通活性化再生法

に基づく交通会議の開催回数のみカウントする。 

バスの通勤定期券利用者 

バス通勤定期券利用者を１ヶ月あたり 30 人と換

算し、６人以上（中津地域 2 人以上・旧下毛地

域 各 1 人以上）増加させることを目指し設定。 
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＜中津市が目指すべき地域公共交通網のすがた＞ 

基本方針ならびに計画目標の達成に向けて、「中津市が目指すべき地域公共交通網のすがた」は

以下のとおりです。 

 

  機能分類 該当路線 

幹
線
バ
ス 

地域拠点間

連携軸 

・市境を跨いだ広域的な移動や、地域拠点間の連携・

交流、特に中心核拠点である中津駅周辺や買い物拠

点となるイオンモール三光など多様かつ高度な都市

機能が集積する市街地部（中津・三光地域）への円

滑なアクセスを確保することで、市民の生活を支え

る役割を担う地域公共交通 

・需要に応じて比較的利便性の高いサービスを提供 

・路線バス中日線 

※地域公共交通確保維持事業

（幹線補助）や利便増進特

例等を活用し持続可能な運

行を目指す 

支
線
バ
ス 

地域拠点連

絡軸 

・通院や買い物といった日常生活を送る上での一定の

都市機能を有する地域拠点等までの移動手段、さら

には、地域拠点間連携軸となる地域公共交通（中日

線）に接続する移動手段として、地域で生活し続け

られる環境を維持する役割を担う地域公共交通 

・路線バスやコミュニティバスにより、曜日限定運行

など需要に応じた効率的なサービスを提供 

・路線バス市内線 

・コミュニティバス 

路線 

※地域公共交通確保維持事業

（フィーダー補助や陸上交

通：車両購入に係る補助）

や利便増進特例等を活用し

持続可能な運行を目指す 

小さな拠

点・集落ネ

ットワーク

軸 

・通院や買い物、郵便・銀行といった日常生活を送る

上で必要最低限の機能を有する小さな拠点・日常生

活拠点施設等までの移動手段として、地域で生活し

続けられる環境を維持する役割を担う地域公共交通 

・コミュニティバスによる曜日限定運行やデマンド型

運行（事前予約制の運行）など需要に応じた効率的

なサービスを提供 

・コミュニティバス 

路線ほか 

※地域公共交通確保維持事業

（フィーダー補助や陸上交

通：車両購入に係る補助）

や利便増進特例等を活用し

持続可能な運行を目指す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中津市が目指すべき地域公共交通網のすがた（中津地域）  
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中津地域については、路線バスの補完としてコミュニティバスやデマンド交通の運行を行い、地

域公共交通空白地域注の解消を目指します（特に居住誘導区域内におけるバス不便地域への移動手

段の新設を行います）。 

旧下毛地域については広域移動のために支線交通は中日線へ接続させ、山国地域は生活圏が日田

市となるため、日田市向きの中日線との接続確保や日田市と連携したコミュニティバスの導入も視

野に入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中津市が目指すべき地域公共交通網のすがた 

中津駅

日田

守実

耶馬溪支所

柿坂

イオン

モール

三光

ゆめタウン

中津市民病院

本耶馬

渓支所

至 豊後森

至 豊後森

野路バス停

居住誘導区域

地域

公共交通

空白地域

地域

公共交通

空白地域

地域

公共交通

空白地域

中日線の特定便の 

イオンモール三光 

敷地内への乗入れ 

守実温泉～日田線 間の 

コミュニティバス化 

（日田方面の増便） 

１エリア週２回の運行 

（バス増便と路線統合） 

バス不便地域の解消に向けた

地域特性を踏まえた移動手段

の検討・確保 

注）地域公共交通空白地域とは… 

  地域公共交通を利用することが困難なエリアのこと。 

ここでは、バス停から半径 500ｍ及び鉄道から半径 1㎞

の範囲から外れるエリアのことを指す。 

中日線・深耶馬渓線

市内路線バス

コミュニティバス・乗合タクシー

地域公共交通サービス改善

接続可能性向上

（ルート改善や

運行形態の見直し（予約型等）等）
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地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統補助）の活用（令和９年度事業～） 

・中津市においては、中津駅から市域内の広範な路線バス、コミュニティバス・デマンド交通により構成

される公共交通網が広がっている。これらの公共交通については、中津市の総合病院・大規模な商店・

学校等が市民の日常生活機能を担う中で、生活に必要な手段の一つとして、車を運転できない高齢者を

中心に、生活に必要不可欠な交通として機能している。 

・近年では、高齢者による事故も多発しており、免許返納を行う動きも活発となってきている。しかしな

がら、少子高齢化と自家用車の普及により、当市の公共交通機関の利用者は減少を続け、収支悪化によ

るバス事業者の慢性的な赤字をはじめ、運行に様々な問題が発生している。 

・また、本耶馬渓地域は、午後の時間帯において、定時定路線のコミュニティバスを廃止し、本耶馬渓地

域全域を運行するデマンドタクシーへと移行し、令和８年１０月より本格的な運行が開始する。 

・耶馬溪地域は、一部路線を除く定時定路線のコミュニティバスを廃止し、曜日ごとに耶馬溪地域の各エ

リアを運行するデマンドバスへと移行し、令和８年１０月より本格的な運行が開始する。 

・山国地域は、定時定路線のコミュニティバスを廃止し、山国地域全域を運行するデマンドバスへと移行

し、令和７年１０月より本格的な運行が開始した。 

・各地域のデマンド交通の運行は、住民の通院・買い物を中心とした生活に不可欠な路線であり、幹線交

通である中日線に接続する支線の役割も果たしているため、存続していくことが必要とされる。 

・このため、地域公共交通確保維持事業により、路線バス・デマンド交通を確保・維持することで、住民

の生活交通手段を存続させていくことが必要である。 

 

１）各路線における必要性 

NO 路線 路線の特徴 

１ ・路線バス 

【永添線】 

・中津駅を起点とする路線であり、住宅街を通り、病院や買い物施設を通

るルート。 

・移動手段に制約のある高齢者等が、総合病院・大規模な商店・学校、娯

楽施設にアクセスでき、日常生活に支障をきたさない生活水準を維持す

ることができる。 

２ ・路線バス 

【耶馬溪線】 

中津駅～沖代～大貞車庫 

 

・中津駅を起点とする路線であり、東九州短大や病院、買い物施設を通る

ルート。 

・移動手段に制約のある高齢者等が、総合病院・大規模な商店・学校、娯

楽施設にアクセスでき、日常生活に支障をきたさない生活水準を維持す

ることができる。 

３ ・路線バス 

【耶馬溪線】 

中津駅～中津北高～大貞

車庫 

・中津駅を起点とする路線であり、東九州短大や病院、買い物施設を通る

ルート。 

・移動手段に制約のある高齢者等が、総合病院・大規模な商店・学校、娯

楽施設にアクセスでき、日常生活に支障をきたさない生活水準を維持す

ることができる。 

４ ・路線バス 

【耶馬溪線】 

中津駅～沖代～野路 

・中津駅を起点とする路線であり、住宅が立ち並ぶ中央町を通り、病院・

買い物施設を通るルート。 

・移動手段に制約のある高齢者等が、総合病院・大規模な商店・学校、娯

楽施設にアクセスでき、日常生活に支障をきたさない生活水準を維持す

ることができる。 

５ ・路線バス 

【深秣線】 

・中津駅を起点とする路線であり、病院・買い物施設を経由し、市境の郊

外まで運行するルート。 

・さらに、この路線には深水乗合タクシーを接続し、路線バス沿線からさ

らに奥地に居住する住民への交通手段の確保を行っている。 

・移動手段に制約のある高齢者等が、総合病院・大規模な商店・学校、娯

楽施設にアクセスでき、日常生活に支障をきたさない生活水準を維持す

ることができる。 
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NO 路線 路線の特徴 

６ ・路線バス 

【海岸中高線】 

・中津駅を起点とする路線であり、地域公共交通不便地域であった植野地

域への乗り入れ、買い物・病院への乗り入れを行うルート。 

・移動手段に制約のある高齢者等が、総合病院・大規模な商店・学校、娯

楽施設にアクセスでき、日常生活に支障をきたさない生活水準を維持す

ることができる。 

７ ・路線バス 

【田口線】 

・中津駅を起点とする路線であり、温泉を経由、終点を宿泊施設まで乗り

入れを行うルート。 

・移動手段に制約のある高齢者等が、総合病院・大規模な商店・学校、娯

楽施設にアクセスでき、日常生活に支障をきたさない生活水準を維持す

ることができる。 

８ ・本耶馬渓デマンドタク

シー 

 

・幹線系統である中日線中島バス停と接続されており、市街地や日田方面

など広範囲に移動することができる。 

・午後の時間帯をコミュニティバスから本耶馬渓地域全域を運行するデマ

ンドタクシーへと移行することにより、利用できる時間や曜日を増や

し、より広範囲な移動に対応できるようになり、公共交通利用者が必要

とする買い物、通院のための交通手段を確保できる。 

９ ・耶馬溪デマンドバス① ・幹線系統である中日線柿坂バス停と接続されており、市街地や日田方面

など広範囲に移動することができる。 

・コミュニティバスから耶馬溪地域の各エリアと町内中心地を運行するデ

マンドバスへと移行することにより、利用できる時間や曜日を増やし、

より広範囲な移動に対応できるようになり、公共交通利用者が必要とす

る買い物、通院のための交通手段を確保できる。 

１０ ・耶馬溪デマンドバス② ・幹線系統である中日線柿坂バス停と接続されており、市街地や日田方面

など広範囲に移動することができる。 

・コミュニティバスから耶馬溪地域の各エリアと町内中心地を運行するデ

マンドバスへと移行することにより、利用できる時間や曜日を増やし、

より広範囲な移動に対応できるようになり、公共交通利用者が必要とす

る買い物、通院のための交通手段を確保できる。 

１１ ・山国デマンドバス ・幹線系統である中日線守実温泉バス停と接続されており、日田方面など

広範囲に移動することができる。 

・コミュニティバスから山国地域全域を運行するデマンドバスへと移行す

ることにより、今までよりも多くの集落の人を救うことができるように

なり、公共交通利用者が必要とする買い物、通院のための交通手段を確

保できる。 
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事業   基本方針・目標 

７-４ 目標を達成するために行う事業及び実施主体 

７-４-１ 目標を達成するために行う事業の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域公共交通の

サービス改善 

 

 

地域公共交通の

事業者間連携・

協働 

地域公共交通サービスの
利便性向上 
※評価指標 

 

地域公共交通不便地域の
解消 
※評価指標 

 

現在運行中の地域公共交
通の維持・確保 
※評価指標 

 

地域公共交通の

持続ある運行 

 

●路線バス（中日線）の 

年間利用者数 

●路線バス年間利用者数 

●コミュニティバス年間利用者数 

●全タクシー車両に占める 

UD タクシーの割合 

１）運行ルートの利便性向上 

〇中日線の特定便のイオンモール三光

敷地内への車両の乗り入れ 

【三光地域】 

〇エリアをまたいだコミュニティバス

等の延伸【本耶馬渓地域】 

２）運行便数の確保 

〇コミュニティバス等の機会均等化

【耶馬溪地域】 

〇中日線における守実温泉～日田線の

コミュニティバス化【山国地域】 

３）円滑な移動の確保 

〇公共交通同士の接続強化 

〇キャッシュレス等の導入検討 

４）分かりやすい情報提供 

〇来訪者にも分かりやすい交通情報の

提供 

〇情報技術の利活用 

５）誰もが使いやすい車両の導入 

〇公有民営方式の車両運用の検討 

【本耶馬渓地域】 

〇ＵＤタクシーの導入 
 

〇地域公共交通不便地域の解消に向

けた地域特性を踏まえた移動手段

の検討・確保（デマンド交通等） 

 

○買い物ツアーバスの運行 

〇利用促進の取り組み 

 

〇既存路線の維持・確保 

 

〇地域の実情に合わせた地域公共交

通サービスの維持・確保 

 

〇運転手不足への対応 

●居住誘導区域における 

公共交通での人口カバー割合 

（立地適正化計画との連動） 

●中津市全体における 

公共交通での人口カバー割合 

●路線バス・コミュニティバス 

１便あたりの平均利用者数 

●路線バス・コミュニティバスの

利用者１人あたり財政負担額 

市民１人あたり財政負担額 

●中津市公共交通会議の開催数 

●バスの通勤定期券利用者 

課題 
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７-４-２ 事業の実施時期及び実施主体 

各事業の実施時期と事業主体は以下のとおりです。 

 

表 事業の実施時期及び実施主体 

 

 

 

基本方針 事業 

※【地域名】の記載がないものは、 

中津市全域を事業の対象とする 

 

実施目標時期 事業の実施主体 

令

和

５

年

度 

令

和

６

年

度 

令

和

７

年

度 

令

和

８

年

度 

令

和

９

年

度 

中

津

市 

公

共

交

通

会

議 

交

通

事

業

者 

地

域

住

民

ほ

か 

１. 

地域公共交通

サービスの 

利便性向上 

１）運行ルートの利便性向上 

 ○中日線の特定便のイオンモール三光敷地内への車両の

乗り入れ【三光地域】 
  

 
  ◎ ○ ◎ ○ 

○エリアをまたいだコミュニティバス等の延伸 

【本耶馬渓地域】 
  

 
  ◎ ○ ○  

２）運行便数の確保 

 ○コミュニティバス等の機会均等化【耶馬溪地域】      ◎ ○ ○  

○中日線における守実温泉～日田線のコミュニティバス

化【山国地域】 
  

 
  ◎ ○ ◎  

３）円滑な移動の確保 

 ○公共交通同士の接続強化      ◎ ○ ◎  

 ■鉄道・バス・タクシー事業者との連携による乗継拠

点での接続強化【中津地域】 

 
    ◎ ○ ◎  

 ■イオンモール三光を拠点とした路線バス同士や路線

バスとコミュニティバスの接続強化【三光地域】 

 
    ◎ ○ ◎  

 ■中日線とコミュニティバスの接続強化 

【本耶馬渓・耶馬溪・山国地域】 

 
    ◎ ○ ◎  

 ■ダイヤ改正時における交通事業者間の連絡会の開催      ◎ ○ ◎  

○キャッシュレス等の導入検討      ◎ ○ ◎  

４）分かりやすい情報提供 

 ○来訪者にも分かりやすい交通情報の提供      ◎  ○  

○情報技術の利活用      ◎ ○ ◎  

５）誰もが使いやすい車両の導入 

 ○公有民営方式の車両運用の検討【本耶馬渓地域】      ◎ ○ ◎  

○ＵＤタクシーの導入      ○ ○ ◎  

２. 

地域公共交通 

不便地域の解消 

○地域公共交通不便地域の解消に向けた地域特性を踏まえた

移動手段の検討・確保（デマンド交通等） 
  

 
  ◎ ○ ◎ ○ 

 ■既存ルートの見直し・検討【山国地域】      ◎ ○ ○  

 ■地域公共交通空白地域解消に向けた新たな交通手段の

確保（デマンド交通等）【中津地域】 
  

 
  ◎ ○ ◎ ○ 

 ■定時定路線のデマンド化【本耶馬渓・耶馬溪地域】      ◎ ○ ◎  

○買い物ツアーバスの運行      ◎ ○ ○ ○ 

３. 

現在運行中の 

地域公共交通の

維持・確保 

○利用促進の取り組み      ◎ ○ ◎ ○ 

 ■市職員及び市関係者への利用促進      ◎ ○ ◎ ○ 

○既存路線の維持・確保      ◎ ○ ◎  

○地域の実情に合わせた地域公共交通サービスの維持・確保      ◎ ○ ◎  

 ■既存の輸送資源の効率的な活用      ◎ ○ ○ ○ 

 ■地域公共交通を必要とする住民のデータベース登録 

（地域公共交通×福祉 DX） 
  

 
  ◎ ○ ○ ○ 

○運転手不足への対応      ○ ○ ◎  

実施主体：◎･･･中心的な立場で実施、○･･･協力的な立場で実施 
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７-４-３ 事業内容 

【基本方針１】公共交通サービスの利便性向上 

【基本方針１】地域公共交通サービスの利便性向上 

 

１）運行ルートの利便性向上 

〇中日線の特定便のイオンモール三光敷地内への車両の乗り入れ【三光地域】 

路線バスの利用状況分析結果により、中日線においてバス車両が必要なのは８便であり、それ

以外の便はジャンボタクシー車両でも賄える程度の需要であることが分かりました。 

市民の外出実態と中日線の利用実態を引き続き観測しつつ、旧下毛地域のバス利用者の以前か

らの要望である特定便の中日線のイオンモール三光敷地内へのバス車両の乗り入れ実施に向けて

検討します。 

 

〇エリアをまたいだコミュニティバス等の延伸【本耶馬渓地域】 

本耶馬渓地域住民に対する中津・三光市街地への通院や買い物の移動利便性の向上と、中日線

や市内バス路線の利用者増加を図るため、本耶馬渓地域のコミュニティバス路線が三光地域の特

定バス停まで乗り入れを検討します。 

 

２）運行便数の確保 

〇コミュニティバス等の機会均等化【耶馬溪地域】 ※利便増進実施計画の対象事業 

耶馬溪地域を運行するコミュニティバスの中には、特定の運行曜日に医療施設が休診となって

いるケースや、美容院等の定休日が多い月曜のみしか運行していないケースから、「他の曜日も

運行して欲しい」等のニーズが顕在化しています。 

地区によって、生活利便性が高い運行ができているケースとそうでないケースが散見されるた

め、週２日間の運行を基本としたバスサービス頻度の地区均等化に努めます。 

 

〇中日線における守実温泉～日田線のコミュニティバス化【山国地域】 

中日線における守実温泉～日田線は山国地域から日田方面への高校通学便として、朝（行き）

と晩（帰り）の１往復が運行されています。 

そのため、山国地域の住民の買い物等に対応できておらず、またバス事業者の運転手不足等が

相まって、既存のバスサービスが限界となっています。 

そのため、日田方面の増便による移動利便性の向上に向け、日田市や複数の交通事業者と連携

したコミュティバスの共同運行化を検討します。 

 

３）円滑な移動の確保 

 

〇公共交通同士の接続強化 

■鉄道・バス・タクシー事業者との連携による乗継拠点での接続強化【中津地域】 

JR中津駅等において鉄道・バス・タクシー事業者との連携による地域公共交通同士の接続強化

を図ります。 

 

■イオンモール三光を拠点とした路線バス同士や路線バスとコミュニティバスの接続強化【三光地域】 

三光地域においては、イオンモール三光を乗継拠点として路線バス同士や路線バスとコミュニ

ティバスの接続強化を図ります。 

 

■中日線とコミュニティバスの接続強化【本耶馬渓・耶馬溪・山国地域】 

本耶馬渓・耶馬溪・山国地域においては、中津・三光市街地や日田市街地へのアクセス利便性

と効率性の両面の確保の観点から中日線と各地域のコミュニティバスの接続強化を図ります。 
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■ダイヤ改正時における交通事業者間の連絡会の開催 

新型コロナウイルス拡大の影響や運転手不足等が起因して、交通事業者で随時ダイヤ改正が必

要となる可能性が高まります。 

そのような状況の中でも、地域公共交通同士の乗継利便性を確保・向上を図るため、ダイヤ改

正時における交通事業者間の連絡会（鉄道、路線バス、タクシー、市）の開催を検討・実施しま

す。この連絡会の発起人は市・交通事業者を想定しており、日頃から密なコミュニケーションを

とりつつ、市の地域公共交通の利便性・効率性を下支えするよう努めます。 

 

〇キャッシュレス等の導入検討 

地域公共交通の利便性向上のため、今後の交通系 IC カードの展開等を研究します。 

また、システム経費の補助について検討します。 

 

 

４）分かりやすい情報提供 

〇来訪者にも分かりやすい交通情報の提供 

観光客をはじめとした来訪者の地域公共交通の利用促進や認知度向上のため、観光部門と連携し、

分かりやすい交通情報を提供します。 

 

〇情報技術の利活用 

地域公共交通の運行情報（ダイヤ情報や走行記録等）や乗降日報のデジタル化、オープンデー

タ化の推進を図ります。 

地域公共交通の運行情報（ダイヤ情報や走行記録等）や乗降日報のデジタル化については、バ

ス車内にスマートフォンやタブレットを設置し、そのGPSデータ等を活用することで安価にシス

テム構築できる事例が増えてきています。 

地域公共交通のオープンデータ化を推進することで、スマートフォンやインターネットの検索

サービスでダイヤやルートを検索できるようにします。 

また、交通以外の観光や、飲食等のサービスを組み合わせたMaaS等の新たな交通サービスの

活用策を検討し、新規の地域公共交通利用者の掘り起こしを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 山形県新庄市におけるリアルタイムバス混雑情報・位置情報の提供 

資料：山形新聞 2022 年 1 月 11 日（山形新聞社使用許諾済） 
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高齢者に「大人の社会見学」を提案し、公共交通を使った“おでかけ”のきっかけを創る
／大分県豊後大野市

大分県豊後大野市では、市と大分大学が主体となり、婦人会や民生

委員、保健師、病院等の協力のもと、高齢者と大学生が一緒に公共交

通を使った外出（“大人の社会見学”とネーミング）を行い、公共交通を

活用した“おでかけ”のきっかけづくりを行っています。

プログラム（例）

１．実際に走行しているバスのダイヤにあわせて

乗車会

（乗車、下車、車内の案内は大学生がサ

ポート）

２．体験プログラム

① 健康教室（講師：保健師）

② 食事づくり教室＆みんなでランチ！（講

師：婦人会）

③ バスを積極的に使っている地区の紹介

３．自由時間：市街地で買い物（大学生が

同行）

４．コミュニティバス停留所から自宅周辺の停

留所へ

５．学生によるヒアリング

資料：「豊後大野市の公共交通について」（H26.10.23、地域公共交通のあり方を考えるシンポジウム2014in九州）ほか

５）誰もが使いやすい車両の導入 

〇公有民営方式の車両運用の検討【本耶馬渓地域】 

利便性向上に向け、“公有民営方式”（行政が車両を購入し、委託された交通事業者がそれを

運行・運営する方式）を念頭に置いた、バス車両の計画的な更新（代替）を検討します。 

 

〇ＵＤタクシーの導入 

バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標（2021(令和３)年度～2025(令和７)年

度）では、『各都道府県における総車両数の約25％についてユニバーサルデザインタクシーとす

る』とされていることから、本市においても総車両数の25％以上をＵＤタクシーにすることを目

指します。 

 
【基本方針２】公共交通不便地域の解消 

【基本方針２】地域公共交通不便地域の解消 

 

〇地域公共交通不便地域の解消に向けた地域特性を踏まえた移動手段の検討・確保（デマンド交通等） 

地域公共交通不便地域の解消に向け、地域特性や輸送資源の状況、タクシー等の民業圧迫に配

慮し、既存の地域公共交通のルート見直しやコミュニティバスの新設、デマンド交通の導入、タ

クシーの利活用など適切な移動手段の検討・確保を図ります。 

 

■既存ルートの見直し・検討【山国地域】 

山国地域の特定地区がバス不便地域となっているため、既存のコミュニティバスのルート見直

しによるバス不便地域の解消と利用者の増加を図ります。 

まずは、地区住民等と直接コミュニケーションを図り、バス停を追加設置したにもかかわらず

利用が極端に少ないということにならないよう努めます。 

 

■地域公共交通空白地域解消に向けた新たな交通手段の確保（デマンド交通等）【中津地域】 

中津地域における地域公共交通空白地域の解消に向け地域ニーズ等を踏まえつつ、既存バス路線

の再編や新たな交通手段（コミュニティバスやデマンド交通等）を導入します。（例：小祝・如水・

沖代地区） 

 

 ■定時定路線のデマンド化【本耶馬渓・耶馬溪地域】 ※利便増進実施計画の対象事業 

  本耶馬渓地域及び耶馬溪地域は、定時定路線運行の利用がごく僅かであることや、自宅付近まで

の乗車ニーズへの対応、生活利便施設へのアクセス性改善のため、各地域の実状に沿ったデマンド

運行へ転換します。 

 

○買い物ツアーバスの運行 

買い物における外出に不便さを感じている地域等を対象に、買い物ツアーバスの運行を検討し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 他地域事例：大人の社会見学（豊後大野市） 

出典：「高齢化先進地『四国』から発信！中山間地域における高齢者の移動手段の確保に関する勘どころ・ヒント集」 

（四国運輸局、平成 31 年 3 月）  
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【基本方針３】現在運行中の地域公共交通の維持・確保 

【基本方針３】現在運行中の地域公共交通の維持・確保 

 

〇利用促進の取り組み 

市民が地域公共交通を利用してみようという意識を少しでも持つことが、地域公共交通を地域

ぐるみで維持しようという気運の醸成につながります。 

住民座談会や「バスのおでかけ講座」等を開催し、市民の皆さんと直接コミュニケーションを

とり、路線バスやコミュニティバスの利用方法などの利用促進の取り組みを行います。 

特に、「バスのおでかけ講座」では、子供やお年寄りなどを対象に、市内の地域公共交通のル

ートや利用方法などを説明し、沿線住民の皆さんに実際に試乗してもらうことで、路線バス・コ

ミュニティバスの周知に努めます。 

また、企業や学校などにも、地域公共交通マップ等を活用した地域公共交通の利用促進を行う

ほか、JR 日豊本線の利用促進を図るため、沿線市町村や県、交通事業者と連携して各種利用促進

策を実施します。 

さらに、観光部門と連携し、観光資源と地域公共交通を上手く組み合わせながら、観光客のニ

ーズに沿った企画切符等のサービスを検討し、利用促進に取り組みます。 

 

■市職員及び市関係者への利用促進 

市職員や市関係者の通勤時や仕事での移動、出張時等において地域公共交通（鉄道、バス、タ

クシー）の利用促進を行います。 

特に、「公用車を用いたり、地域公共交通の通勤定期券よりも職員のマイカー利用が安いか

ら」という理由付けで地域公共交通を利用しないのではなく、「SDGｓの達成」や「ゼロカーボ

ン」、「移動の低炭素化」といった社会的潮流を踏まえ、意識変革を行うものとします。 

 

〇既存路線の維持・確保 

過疎地域など利用者が少ない地域を運行する不採算路線については、バス事業者単独による維

持が困難となっています。国庫補助金の活用および市の補助により、路線の維持を図ります。 

なお、極端な財政支出の増加を是正すべく、補助対象路線の効果的な見直しを含めて、確保維

持改善を図ります。 

 

〇地域の実情に合わせた地域公共交通サービスの維持・確保 

既存データや職員等による実際の乗り込み調査データ等をもとに、利用者の動向を踏まえ、交

通事業者や沿線住民と適宜コミュニケーションを図りながら、通勤・通学や買い物・通院等を考

慮した運行ダイヤや運行本数の見直しを図ります。 

現状の地域公共交通の維持が困難と見込まれる場合は、交通事業者や関係機関等と連携し「地

域旅客サービス継続事業」の調査・検討を行い、切れ目のない、地域公共交通サービスの確保・

維持を図ります。 

 

【地域旅客運送サービス継続事業】 

乗合バスや鉄道等の特定旅客運送事業の利用状況や収支状況など、経営状況を勘案し、特

定旅客運送事業者からの申出を契機として、今後の事業の維持が困難と見込まれる場合は、

地方公共団体が関係者と協議して、サービス継続のための実施方針を策定し、公募により新

たなサービス提供事業者を選定するもの。交通事業者がこれ以上のサービスの維持が困難だ

と相談するきっかけの場を用意するとともに、地方公共団体が中心となって、既存の交通事

業者を含む関係者と連携し、代替サービスの維持・確保を図っていく。 
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図 地域の実情に合わせた交通手段の見直しのイメージ 

 

■既存の輸送資源の効率的な活用 

地域によってはスクールバスがバス路線と重複している実態があり、生徒の人数や学校の登下

校時刻やスクールバス車両を活用した学校行事の有無、交通事業者の状況等で「現状維持が当面

良い場合」と「スクールバスとコミュニティバスを統合させた方が効率的・効果的な場合」が分

かれます。それ以外にも民間事業者が様々なサービス展開をしている実態・実情も地域によって

異なります。 

各地域の実情に配慮しつつ、既存の輸送資源を最大限活用する方法を検討していきます。 

 

 

■地域公共交通を必要とする住民のデータベース登録（地域公共交通×福祉 DX） 

地域公共交通の利用需要は各集落で刻一刻と変化することが予想されます。各地域で真に地域

公共交通を必要とする住民のデータを市が構築するプラットフォーム上で登録できれば、需要に

合致した移動サービスを官民連携で提供できる可能性が広がります。市の関係部署への提出資料

や住民基本台帳等を地域公共交通の質・量の最適化に向けて有効活用し、地域公共交通と福祉が

重なり合う部分のデジタル化（地域公共交通×福祉DX：デジタルトランスフォーメーション）を

研究します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中津市における地域公共交通×福祉 DX のイメージ  

真
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〇運転手不足への対応 

交通事業者と連携し、運転手の確保に取り組みます。 

市と商工会議所、ハローワーク中津が連携して展開している「中津市人材バンク」による雇用

マッチング制度をはじめ、自衛隊や警察のバス会社の再雇用促進や地域公共交通事業の魅力発信

等を行います。 

併せて、運転手をサポートする自動車技術の展開や市が運転手を雇用する制度の研究を引き続

き行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中津市人材バンク             図 大分交通の運転手サイト 
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７-５ 市関係課との連携（縦割り行政からの脱却） 

移動に関する施策について、関係課との連携を図り、実態に即した支援方策を検討・実施します。 

 

連携する部署 内容 

地域振興・広聴課 地域公共交通全般の実施・調整役、他分野との連携促進

（移住・定住、高校通学） 

まちづくり推進課 立地適正化計画 

観光推進課 観光客の二次交通としての地域公共交通 

建設政策課 道路の維持補修、市道の占用許可、バリアフリー化 

福祉政策課 地域福祉計画 

福祉支援課 中津市安心おでかけタクシー券 

介護長寿課・包括支援センター 高齢者の外出支援、中津市安心おでかけタクシー券 

地域医療対策課 住民のへき地診療所の往来における移動不便さの解消 

教育総務課（支所地域振興課） スクールバス関連 

市民安全課 高齢者の免許証自主返納支援 

総務課 自治会関係 

各支所地域振興課 地域の実情を踏まえたコミュニティバス・地域公共交通

全般 

 

 

NAKATSU is one. 

One for all, All for one. 
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７-６ 目標達成に向けたマネジメント 

７-６-１  マネジメント推進体制 

本計画のマネジメント（進捗管理や成果の把握など）は、「中津市公共交通会議」※で行います。 

 

７-６-２  マネジメントの進め方 

本計画で定めた数値目標の達成状況について評価を行います。 

このうち、実績値が毎年度把握できる指標については、毎年度進捗状況を把握するとともに、そ

の達成状況に応じて、適宜、事業の見直しを図ります。 

計画期間の最終年度にはすべての数値目標の達成状況について把握・評価を行い、その後の計画

策定や事業の見直し等につなげます。 

５カ年の計画期間全体を対象とした「大きな PDCA サイクル」と、毎年のモニタリングを中心

とした「小さな PDCA サイクル」を組み合わせることで、計画の達成に向けた継続的な改善を推

進することとします。 

表 PDCA サイクルによる継続的な改善 

 対象期間 概 要 

大きな 

PDCA サイクル 

計画期間 

（5 カ年） 

対象期間全体を通した事業の実施状況や数値目標の達成状

況、事業の実施による効果、残された課題などを整理・分析

し、次期計画に反映 

小さな 

PDCA サイクル 
毎 年 

事業の実施状況などを整理するとともに、利用状況などを

継続的にモニタリングし、事業内容の修正やスケジュールの

見直しなどを実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 PDCA サイクルのイメージ 

 

 

※「中津市公共交通会議」 

 中津市が組織し、交通事業者、道路管理者、港湾管理者、警察、地域公共交通の利用者、学識経験者等により構成され、住民の

生活に必要なバスその他旅客輸送の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に関する協議や、地域公共交通計

画の作成や実施に関して必要な協議を行うことを目的とする。 

    

【大きな PDCA サイクル】 

計画期間（５カ年） 

【小さな PDCA サイクル】 

毎年 
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上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

中津市地域公共

交通会議
議題に応じて開催（年２回程度）

5月 6月 7月

Plan

（計画）

Do

（実施）
PDCAサイクル

当年度事業

当年度予算

次年度予算

4月

準備

3月

3月

定例会

12月

定例会

9月

定例会

6月

定例会

Check

（評価）

Action

（改善）

9月 10月 11月 12月 1月 2月8月

評価
改善策の検

討・見直し

次年度計画

の作成
実施

市議会

予算執行

予算編成 議決

必要に応じ補正予算措置 次年度予算の議決

表 数値目標に対するモニタリングの実施時期 
 

目標 評価指標 
モニタリング 
実施時期 

地域公共交通 
サービスの 
利便性向上 

路線バス（中日線）の年間利用者数 
毎年 
（交通事業者データによる） 

路線バス年間利用者数 
毎年 
（交通事業者データによる） 

コミュニティバス年間利用者数 
毎年 
（市データによる） 

全タクシー車両に占める UD タクシーの割合 
毎年 
（交通事業者データによる） 

地域公共交通
不便地域の 
解消 

居住誘導区域における公共交通での人口カバー割合 
（立地適正化計画との連携） 

毎年 
（市データによる） 

中津市全体における地域公共交通での人口カバー割合 
毎年 
（市データによる） 

現在運行中の 
地域公共交通 
の維持・確保 

路線バス・コミュニティバス１便あたりの平均利用者数 
毎年 
（市・交通事業者データによる） 

路線バス・コミュニティバスの 
利用者１人・市民 1 人あたり財政負担額 

毎年 
（市データによる） 

中津市公共交通会議の開催数 
毎年 
（市データによる） 

バスの通勤定期券利用者数 
毎年 
（交通事業者データによる） 

 

 

７-６-３  PDCA の年間スケジュール（予定） 

計画策定後、２年目以降は、前年の取組事業の進捗状況及び評価指標の数値の整理を行い、中津市

公共交通会議において、検証を行い、必要に応じて計画や事業の見直し等を行います。年間のスケジ

ュール（予定）を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年間スケジュール（予定） 

※運行費の国庫補助対象系統の目標に関する評価手法等は別紙に記載 
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＜資料＞ 

■地域公共交通を取り巻く社会情勢（考慮すべき主な変化等） 

 

１）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正 

●高齢者の運転免許の返納も増える中、移動手段の受け皿の確保が重要となっているにもか

かわらず、人口減少の本格化、運転者不足の深刻化等に伴って、地域公共交通の維持が容

易でなくなっています。 

●観光による地域振興を図る上でも、外国人旅行者を含む地域外の来訪者にとって利用しや

すい移動手段の確保に努めていく必要があります。 

●このような状況を踏まえ、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進する

ための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律が、令和 2年

（2020年）11月 27日に施行されました。 

●人口減少や労働力不足が本格化する地方における移動手段の確保を図るため、国土交通省

では、以下の考え方で対応していくこととしています。 

 

①地域ごとに、バス・タクシーの労働力確保とサービス維持を図りながら、サービスが不足す

る地域では、その他の移動手段を総動員して移動ニーズに対応する 

②その際、MaaS、AI による配車、自動運転などの最新技術を活用して、高齢者や外国人旅行 

者を含む幅広い利用者に使いやすいサービスの提供を促進する 

③上記①と②について、地方公共団体が中心となって取り組める制度を充実・強化していく 

 

上記の考え方を基本とし、法制度の改正により、以下のとおり、輸送資源の総動員による移

動手段の確保や、既存の地域公共交通サービスの改善の徹底等、地域の移動ニーズにきめ細か

く対応できるメニューの充実が図られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域の移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】
出典：地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の概要（国土交通省、令和 2年（2020 年）6月） 
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２）可能な開発目標ＳＤＧｓ 

●持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、平成28年から令和12年までの15年間で貧困

や不平等・格差、気候変動、資源枯渇、自然破壊などの様々な世界的問題を根本的に解決

し、持続可能で「誰一人取り残さない」社会の実現をめざすため、国連サミットで採択さ

れた世界共通の17の目標です。 

●中津市においても「ＳＤＧｓ」を積極的に掲げ、地方創生の原動力とします。 

 

表 総合戦略と SDGs の関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
３）カーボンニュートラル 

●令和2年10月、政府は令和 32年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、

カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。 

●「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出

量」（人為的なもの） から、植林、森林管理などによる「吸収量」（人為的なもの） を

差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。 

●将来の世代も安心して暮らせる、持続可能な経済社会をつくるため、カーボンニュートラ

ル、脱炭素社会の実現に向けて、取り組む必要があります。 

 ※カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 カーボンニュートラルの概念イメージ 

出典：環境省 脱炭素ポータルサイト（https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/） 

  

※令和２年３月策定の「第 2 期 中津市

版まち・ひと・しごと創生総合戦略お

よび人口ビジョン」において、SDG

ｓと第２期総合戦略政策の関係性が示

されており、その整理において「交

通・物流ネットワークなどの都市期間

の整備」が関係するゴールを左図のと

おり、赤枠□で囲った 
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４）アフターコロナでの安心安全な移動環境の実現 

●令和2年（2020年）2月の新型コロナウイルス感染拡大以降、鉄道やバス等の地域公共

交通機関の利用は低迷し、今後、地域公共交通機関のあり方の見直しが求められます。 

●地域公共交通については、各事業者において、感染拡大予防ガイドラインに基づき、感染

予防に徹底して取り組んでおり、国からは、国民が地域公共交通機関を安心して利用でき

るように、利用者にもコロナ時代の新たな利用スタイルの実践の協力を呼び掛けていま

す。 

●新型コロナウイルスの感染拡大により、移動に対する価値観は大きく変わり、密と接触を

可能な限り避けて移動するニーズが高まっています。 

 

 

５）MaaSによる総合的な移動サービスの展開 

●国土交通省では、都市・地方が抱える交通サービスの諸課題を解決することを目指し、複

数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせた、日本版MaaSの推進を行

っています。 

●国土交通省と経済産業省においては、将来の自動運転社会の実現を見据え、新たなモビリ

ティサービスの社会実装を通じた移動課題の解決及び地域活性化を目指し、地域と企業の

協働による意欲的な挑戦を促す新プロジェクト「スマートモビリティチャレンジ」を平成

31年（2019年）4月に開始しています。 

※MaaS とは“ドア・ツー・ドア の移動に対し、様々な移動手法・サービスを組み合わせて 1つの移動サービ

スを提供するものであり、ワンストップでシームレスな移動を可能”とするもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 MaaS を含む新たなモビリティサービスの推進のための取組 
出典：日本版 MaaS の推進（国土交通省 HP） 
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６）国が描く「豊かな未来」の姿 

●「新型コロナウイルス感染症の感染拡大」や「災害の激甚化・頻発化」といった危機によ

る変化と課題への対応方向として、国土交通省では「豊かな未来」の姿を示しています。 

●具体的には、①持続可能で暮らしやすい社会、②災害からいのちとくらしが守られる社

会、③一人一人が望む生き方を実現できる社会、④成長が持続しゆとりを得られる社会、

⑤地球環境の保全に貢献する社会が示されています。 

●特に、①持続可能で暮らしやすい社会については、「多核連携型の国土」、「生活サービ

スが持続する社会」、「人の賑わいがある社会」、「いのちと暮らしが守られる社会」の

4つの特徴を兼ね備えた社会とされています。また、③一人一人が望む生き方を実現でき

る社会については、「自由な働き方が可能な社会」、「多様なニーズを満たす社会」、

「真の共生社会」、「対流・交流活発化社会」という4つの特徴を兼ね備えた社会とされ

ています。 

●このような社会的な潮流や先端技術の有効活用などを意識しつつ、中津市のまちづくりに

も合致した豊かな未来を「移動の面」「公共交通の面」から考えていく必要があります。 

 

豊かな未来の姿（一部を抽出） 具体的な社会等 主なキーワード 

持続可能で暮らしやすい社会 多核連携型の国土 ・コンパクト・プラス・ネットワ

ークの推進 

・地域内・地域外がネットワーク

化 

・テレワークや二地域居住など新

しい働き方、住まい方 等 

生活サービスが持

続する社会 

・医療、福祉、買物、物流など生

活に必要な機能・サービスが

DX等より高度化 

・それらがコンパクトに配置さ

れ、アクセスのためのネットワ

ーク整備 等 

人の賑わいがある

社会 

・生活圏内において一定の人口規

模が維持 

・「居心地が良く歩きたくなる」

まちなかづくり 

・新たな旅のスタイルの普及 等 

いのちと暮らしが

守られる社会 

・多様な主体の総力でハード・ソ

フト両面による防災力維持 

一人一人が望む生き方を実現できる社会 自由な働き方が可

能な社会 

・テレワーク拠点の整備 

・ワーケーション、ブレジャーの

普及 

・家事・育児・介護と仕事の両立

した働き方、住みたい場所に住

みつつリモートで仕事する働き

方、仕事と旅行・レジャーを並

行できる働き方 等 

多様なニーズを満

たす社会 

・MaaSの普及により行きたい場

所に簡単に移動 

・長期滞在型の観光コンテンツの

造成 

・多様なニーズ、生活様式等に合

致した商品・サービスの提供 

等 

真の共生社会 ・交通インフラ等のバリアフリー

化、ユニバーサルデザイン化 

・「心のバリアフリー」の強化 

等 

対流・交流活発化

社会 

・「居心地が良く歩きたくなる」

まちなかづくり 

・国内外・地域内外の人々の対

流・交流活発化 

出典：国土交通白書 2021 

  

社会の存続基

盤の持続可能

性確保 

災害リスクの増

大や老朽化イン

フラの増加への

対応 

 

多様化への対

応 

 

地球温暖化対

策の推進 

DX の推進等に

よる成長の実現 

地球温暖化対

策の推進 
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■平成 27年度以降の市の地域公共交通政策の経過 

 

１）コミュニティバスのサービスの見直し 

●コミュニティバスの見直しについては、全体として随時ダイヤの改正やルート変更、バス停

の追加などを行っています。 

 

平成 27 年度 

○耶馬溪地域：深耶馬渓西・深耶馬渓東・山移北・山移南線の運行開始 

○山国地域：全線（一部区間）フリー乗降開始（H27.10.1～） 

○中津地域：豊前・中津線 ゆめタウン前バス停の設置及びルートの変更（H27.4.1～） 

平成 28 年度 

○三光地域：西秣線（一部区間）フリー乗降開始（H28.8.1～） 

・実施区間：皿池バス停～長谷寺バス停（市道成恒西秣線、市道長谷線） 

○耶馬溪地域：バス路線の再編（実証実験：H28.10.1～、本運行：H29.4.1～） 

・城井、川原口、上ノ川内柾木、大島台金吉、大島伊福線の運行開始 

・裏耶馬溪線、津民線、伊福線の運行開始 

平成 29 年度 

○山国地域：全線 福祉センター前バス停の新規設置（H30.1.15～） 

平成 30 年度 

○中津地域：三保線（一部区間）フリー乗降開始（H30.10.1～） 

・実施区間：植野交差点入口～中津脳神経外科、ファミリーマート大貞店前～三保入口 

平成 31 年（令和元年）度 

○三光地域：デマンド型乗合タクシーの導入（実証実験：R1.10.1～R4.3.31） 

・運行形態：路線バス深秣線の運行に合わせた事前予約方式の乗合タクシー 

・運賃：1 乗車あたり 200 円 

令和２年度 

○中津地域：豊前・中津線 吉富町加入によるルート変更及びバス停追加（R2.4.1～） 

○三光地域：西秣線 運行計画見直し（R2.10.1～） 

令和３年度 

○中津地域：三保線 乗降バス停の追加（R3.4.1～） 

・追加バス停：一ツ松口バス停、中央町 1 丁目バス停 

令和４年度 

○三光地域：デマンド型乗合タクシーの本格運行（R4.4.1～） 

 

 

２）路線バスのサービス見直し 

●路線バスについては、利用者の動向や事業者の運転手事情等を考慮しながら、随時ニーズに

合った運行を事業者より提案いただき、市の意向を踏まえた上で変更を行っています。 

 

平成 27 年度 

○海岸中高線：一部延伸（鍋島～さ蕨バス停間） （H27.4.1～） 

○田口線：一部延伸（八面山荘前）（H27.10.1～） 

平成 28 年度 

○中日線：路線の再編（H28.10.1～） 

○中日線：イオンモール三光乗入れ検討⇒車両サイズが要因となり、実現に至らず 
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平成 30 年度～ 

〇平成 30 年度より高校通学の定期券補助が年間定期化へ。 

・従来は各学期での購入が原則となっており 1 ヶ月単位での分割購入も可能となっていた

が、1 年間の通学定期化を図り、その購入助成を市が行うことに変更。 

・1 年間の通学定期券は高い割引率となり、保護者負担金の負担の軽減、長期休業期間も利

用できるようになった。 

平成 31 年（令和元年）度 

○深秣線：一部路線廃止（上秣～山口間）（R1.10.1～） 

令和２年度 

○中日線：ダイヤ改正（R2.10～） 

 

 

３）地域公共交通不便地域における支線交通の実証運行 

●地域公共交通不便地域における支線交通の実証運行については、新型コロナウイルス感染拡

大の影響で、利用人数が伸び悩んだため半年の実証実験で終了しており、今後は本耶馬渓地

域の路線全体の見直しを含めて検討していきます。 

 

令和２年度 

○本耶馬渓地域：東谷・西谷線の実証実験（R2.10.1～R3.3.31） 

・運行形態：毎週水曜日、２便運行 

 

 

４）安全確保と利便性向上に向けた、バス車両の計画的更新⇒随時実施 

●安全確保と利便性向上に向けた、バス車両の計画的更新として、随時バリアフリー改造した

車両（収納式ステップ付）や低床小型バスの導入を行っています。 

 

平成 27 年度 

○バリアフリー改造した車両（収納式ステップ付）の導入 

・耶馬溪…ワゴンタイプ 1 台配置（14 人乗り、収納式ステップ付） 

・山国 …ワゴンタイプ 1 台購入（14 人乗り、収納式ステップ付） 

マイクロバス 1 台購入（25 人乗り、収納式ステップ付） 

平成 28 年度 

○低床小型バスの導入 

・低床小型バス 3 台購入（ノンステップ、車椅子固定装置、スライド扉、33 人乗り） 

購入物件：低床小型バス（日野ポンチョロング、1 ドア） 

・購入金額：58,644 千円（19,548 千円/1 台） 

・購入先：(有)東洋内燃自動車整備工場 

・補助金：11,250 千円（15,000 千円（補助上限額）×3 台×1/2（補助率）÷2 年） 

地域公共交通確保維持改善事業（公有民営方式車両購入費国庫補助金） 

○バリアフリー改造した車両（収納式ステップ付）の導入 

・耶馬溪…ワゴンタイプ 1 台購入（14 人乗り、収納式ステップ付） 

平成 29 年度 

○バリアフリー改造した車両（収納式ステップ付）の導入 

・山国 …ワゴンタイプ 1 台購入（14 人乗り、収納式ステップ付） 

※「田舎困り事サポート事業」を開始 

令和４年度 

○バリアフリー改造した車両（収納式ステップ付）の導入 

・耶馬溪…ワゴンタイプ 1 台購入（14 人乗り、収納式ステップ付） 
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５）地域公共交通啓発チラシや広報誌等の活用、地域公共交通の利用実態報告の検証 

●平成27年度以降、事業実施しています。 

 

平成 27 年度～  

○中津市公共交通会議内での利用実態報告 

・毎年第 1 回の中津市公共交通会議内で路線バス・コミュニティバスの利用実態を報告し、

路線の変更やルート変更等の協議の際の参考資料として提供。実態について把握いただく

ことで、議論に活発な意見交換ができている。 

平成 29 年度 

○地域公共交通啓発の市報記事作成（市報記事有） 

・地域公共交通事業の現状やバスの種類・乗り方などを市報の特集記事として掲載。大交北

部バス（株）にも協力を仰ぎ、運転手へのインタビューや市報の表紙などに出ていただ

き、市民へ広く周知を行った。 

平成 31 年（令和元年）度 

○バス旅なかつ（市報連載）の掲載（市報記事有） 

・4 回にわたって、中津市の観光・レクリエーション施設への地域公共交通での行き方を紹

介した記事を掲載。支所の職員にも協力してもらい、バスの便利さを PR。効果として

は、記事を見て興味を持っていただいた市民から詳しい情報や別の時間の提案を求める問

い合わせがあった。 

※4/15 版八面山、8/15 版本耶馬ソバ、12/15 版山国スケート、2/15 版サイクリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）地域公共交通マップの作成⇒毎年更新 

●平成27年度以降、中津市あるいは交通事業者が作成したマップや時刻表の全戸配布を検

討、実施しています。 

 

平成 27 年度～  

○（市作成）エリアごとのバスマップ・時刻表の全戸配布 

 ・路線バス・コミュニティバスの変更に伴い毎年更新（HP にも掲載中） 

平成 29 年度～令和 3 年度 

○（大交北部バス作成）バスマップ・時刻表の全戸配布 

・令和 2 年度は新型コロナウイルス感染拡大に要る経営悪化のため中断したものの、翌 3 年

度は、10 月 15 日の市報配布時に同封し、全戸配布 
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７）交通結節点となるバス停の改善 

●大分県と連携し、耶馬溪地域において「旬菜館バス停」を新設し、バス網（中日線ならびに

コミュニティバス網）の再編を講じました。 

 

平成 28 年度 

○旬菜館バス停乗入開始（H28.10.1～） 

 ・県の再編実施計画に沿って、中日線（柿坂系統）に対して「旬菜館バス停」を設置し、当

該バス停までの延伸と路線分割し、域内を運行するコミュニティバスを接続し、市内への

広域移動へ対応できるように整備 

 

 

８）直接的コミュニケ―ションによる効率的な地域公共交通情報の提供 

●平成29年度以降、「バスのおでかけ講座」や「マイ時刻表作成サービス」等を実施してい

ます。 

 

平成 29 年度～令和元年度 

○バスのおでかけ講座の開催（年１～２回開催） 

 ・バスの利用者拡大のため、高齢者のサロン等を対象にバスのおでかけ講座を開催。座学と

乗車体験の 2 部構成で行い、座学では大交北部バス（株）に協力していただきバスの乗り

方講座をおこなってもらい、市からは利用しないとバスが維持できないということを訴え

る講座を行っている。その講座の後に、実際の路線バスに乗車していただき近隣の買い物

施設へ行き、乗車体験を行ってリピーターになっていただく取り組みを行っている。 

 ・※R2 年度は、新型コロナウイルス感染拡大の為実施できなかった。 

平成 29 年度～ 

○マイ時刻表作成サービスの開始 

・「バスの時刻表を読むのが苦手」、「目的地までどのバスに乗ったらいいかわからない」

などでお困りの方に対して、希望者向けに個人の利用に合わせたオリジナルの時刻表を作

成するサービスを行っている。 

注）「マイ時刻表」とは、最寄りのバス停から目的地付近のバス停までの時間や乗換などを記

載したもの。 

 

 

９）ICT を活用した効率的な地域公共交通情報の提供 

●国土交通省九州運輸局主催の新型モビリティサービスの研修や企業からの提案を受け、中津

市で導入ができそうなものを研究しました。 

●結果として、GTFS形式を利用したコミュニティバスのオープンデータの形成を行いまし

た。 

 

 

10）福祉分野などの他分野・他機関の連携 

●平成29年度より、中津市（旧下毛地域限定）では独自のサービスとして「田舎困り事サポ

ート事業」を開始しました。事業の目的としては、一人暮らし高齢者の見守りや住民票の宅

配サービス、コミュニティバスルートの草刈などのサポートを市の再任用職員が行い、地域

に住み続けられるようにサポートをしています。 

●その事業の見守り等の中で高齢者より寄せられたご意見をもとに、コミュニティバスの見直

しを行ってきたケースがあります。 
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■平成27年度以降のKPI の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標1 路線バス（中日線）の年間利用者数

単位： 千人/年

現況値 目標値 推移

H25 94,217 95 94.2

H27 91,427 95 91.4

H28 84,448 95 84.4

H29 92,035 95 92.0

H30 81,663 95 81.7

R1 89,153 95 89.2

R2 97,609 95 97.6

R3 88,295 95 88.3

指標2 コミュニティバスの年間利用者数

単位： 千人/年

現況値 目標値 推移

H25 26,522 28 26.5

H27 29,047 28 29.0

H28 34,362 28 34.4

H29 35,801 28 35.8

H30 34,342 28 34.3

R1 32,168 28 32.2

R2 25,492 28 25.5

R3 25,879 28 25.9

目標①

生きがいづくりに向けた様々なサービス・行事などを楽しむため、そして、各種拠点の機能を維持・強化するため、

各地域の中心部や都市機能が集積した市内・市外などへの“おでかけ”の増加に資する効果的な地域公共交通ネットワークを

構築する
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指標1 路線バスの利用者１人あたりの財政負担額

単位： 円/人

現況値 目標値 推移

H25 132 130 132

H27 150 130 150

H28 167 130 167

H29 138 130 138

H30 163 130 163

R1 188 130 188

R2 271 130 271

R3 201 130 201

指標2 コミュニティバスの利用者１人あたりの財政負担額

単位： 円/人

現況値 目標値 推移

H25 1,039 1,000 1,039

H27 1,151 1,000 1,151

H28 1,113 1,000 1,113

H29 1,262 1,000 1,262

H30 1,347 1,000 1,347

R1 1,520 1,000 1,520

R2 2,041 1,000 2,041

R3 2,043 1,000 2,043

目標②
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指標1-1 路線バス１便あたりの平均利用者数

単位： 人/便

現況値 目標値 推移

H25 ー 1.5 ー

H27 4.7 1.5 4.7

H28 4.1 1.5 4.1

H29 4.4 1.5 4.4

H30 4.4 1.5 4.4

R1 4.4 1.5 4.4

R2 4.8 1.5 4.8

R3 5.1 1.5 5.1

指標1-2 コミュニティバス１便あたりの平均利用者数

単位： 人/便

現況値 目標値 推移

H25 ー 1.5 ー

H27 3.4 1.5 3.4

H28 3.5 1.5 3.5

H29 3.3 1.5 3.3

H30 3.1 1.5 3.1

R1 3.0 1.5 3.0

R2 2.4 1.5 2.4

R3 2.5 1.5 2.5

指標2 地域公共交通アドバイザー会議（仮）の開催数

単位： 回/年

現況値 目標値 推移

H25 ー 2 ー

H27 1 2 1

H28 1 2 1

H29 4 2 4

H30 3 2 3

R1 5 2 5

R2 5 2 5

R3 3 2 3

目標③

地域公共交通の利用促進に地域全体で取り組み、地域公共交通を「創り、守り、育てる」気運の醸成を図る
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